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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 （千円） 15,133,953 14,240,892 14,848,662 15,484,837 17,017,023

経常利益 （千円） 1,148,727 1,159,038 1,234,020 1,322,620 1,332,112

親会社株主に帰属する

当期純利益
（千円） 742,132 532,525 815,153 1,322,167 987,090

包括利益 （千円） 933,780 622,631 982,385 1,005,182 1,041,788

純資産額 （千円） 3,228,406 3,618,605 4,274,886 4,736,146 4,680,419

総資産額 （千円） 25,907,631 23,358,059 22,409,007 21,129,032 20,399,776

１株当たり純資産額 （円） 310.44 347.50 407.88 475.72 608.33

１株当たり当期純利益 （円） 71.96 51.45 78.71 129.92 106.27

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） 71.32 51.24 － － －

自己資本比率 （％） 12.4 15.4 18.9 22.0 22.4

自己資本利益率 （％） 25.9 15.6 20.8 29.8 21.4

株価収益率 （倍） 10.1 10.8 7.4 3.6 4.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,733,701 1,469,885 2,142,048 1,630,911 1,969,901

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △23,968 31,242 △42,360 △98,148 76,006

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,863,110 △2,782,880 △2,272,027 △2,113,595 △1,985,795

現金及び現金同等物

の期末残高
（千円） 4,726,442 3,444,689 3,272,350 2,691,518 2,751,630

従業員数
（名）

507 510 478 437 438

〔外、平均臨時雇用者数〕 〔142〕 〔133〕 〔109〕 〔93〕 〔105〕

（注）１．従業員数は就業人員数であります。従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第32期の期首から適用してお

り、第32期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

３．第33期、第34期及び第35期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、

希薄化効果を有しないため、記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 （千円） 2,803,722 2,872,749 2,650,796 2,644,151 2,700,901

経常利益 （千円） 786,678 946,694 757,307 856,114 879,533

当期純利益 （千円） 619,197 118,414 516,133 1,037,812 763,558

資本金 （千円） 747,419 747,419 747,419 747,419 747,419

発行済株式総数 （株） 10,956,500 10,956,500 10,956,500 10,956,500 10,956,500

純資産額 （千円） 2,374,056 2,427,081 2,769,106 2,916,589 2,619,472

総資産額 （千円） 23,475,181 21,175,942 17,635,866 16,599,714 15,787,504

１株当たり純資産額 （円） 229.04 234.36 265.87 296.21 345.45

１株当たり配当額
(円)

25 23 25 24 26

(うち１株当たり中間配当額) (12.5) (－) (10.0) (10.0) (10.0)

１株当たり当期純利益 （円） 60.04 11.44 49.84 101.98 82.20

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） 59.51 11.39 － － －

自己資本比率 （％） 10.1 11.5 15.6 17.4 16.4

自己資本利益率 （％） 29.6 4.9 19.9 36.8 27.8

株価収益率 （倍） 12.1 48.6 11.7 4.6 6.4

配当性向 （％） 41.6 201.0 50.2 23.5 31.6

従業員数
（名）

30 27 32 32 35

〔外、平均臨時雇用者数〕 [4] [4] [6] [7] [9]

株主総利回り （％） 125.8 101.3 109.9 95.1 108.4

（比較指標：TOPIX配当込み） （％） (127.5) (118.4) (153.7) (179.2) (217.8)

最高株価 （円） 833 733 659 587 577

最低株価 （円） 535 551 528 423 408

（注）１．従業員数は就業人員数であります。従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

２．最高株価および最低株価は、2022年４月１日までは東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるも

のであり、2022年４月４日からは東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第32期の期首から適用してお

り、第32期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

４．第33期、第34期及び第35期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、

希薄化効果を有しないため、記載しておりません。

５．第35期の１株当たり配当額26円のうち、期末配当額16円については、2025年12月19日開催予定の定時株主総会

の決議事項になっております。
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２【沿革】

1991年３月 名古屋市中区大須三丁目８番20号に株式会社エスケーアイ（資本金2,000千円）を設立

1993年２月 兼松株式会社名古屋支社の駐車装置の東海地区総代理店となる

1994年７月 兼松株式会社との業務委託契約により、株式会社東海デジタルホン（現　ソフトバンク株式会社）の携帯

電話専売店「デジタルホン」（現「ソフトバンクショップ」）の運営を開始

1995年５月 兼松株式会社と二次代理店契約を交わし、移動体通信機器及び付帯サービスの販売代理店事業を開始する

とともに、当社代理店による「デジタルホン」（現「ソフトバンクショップ」）の展開を開始

1996年３月 愛知松下ライフエレクトロニクス株式会社（現　パナソニックテレコム株式会社）との二次代理店契約に

より、携帯電話併売店「携帯ディスカウント」の展開を開始

1996年６月 併売店の拡大強化のため、愛知県安城市に有限会社安さ一番携帯ディスカウントを設立

1997年12月 株式会社ツーカーセルラー東海（現　ＫＤＤＩ株式会社）との一次代理店契約に基づいて携帯電話専売店

「ツーカーショップ」の展開を開始

1998年３月 本社ビル完成により現在地（名古屋市中区千代田五丁目21番20号）へ本社移転

1999年９月 仕入専門会社として名古屋市中区にテレコムワン株式会社（現　エスケーアイ開発株式会社　現　連結子

会社）を設立（資本金10,000千円）

1999年９月 携帯電話併売店「携帯バザールテレコムワン」の展開を開始

2000年１月 ジェイフォン東海株式会社（現　ソフトバンク株式会社）の資本参加を受ける

2000年４月 ジェイフォン東海株式会社（現　ソフトバンク株式会社）の一次代理店の地位を兼松株式会社から譲受

2000年８月 愛知樹脂株式会社および有限会社安さ一番携帯ディスカウントの２社を吸収合併

2001年４月 株式を日本証券業協会へ店頭登録

2001年５月 関東地区で初の総合ショップを神奈川県大和市にオープン

2001年６月 ＫＤＤＩ株式会社との一次代理店契約に基づいて「ａｕショップ」の運営を開始

2001年８月 関東地区での総合ショップブランドを「携帯家さかい」に統一

2001年９月 関東支社を横浜市中区に設置

2002年１月 決算期を10月31日から９月30日に変更

2003年５月 関東支社を東京都港区に移転し、東京支社に改称

2003年５月 東海地区での総合ショップブランドを「携帯家さかい」に統一

2004年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場

2006年１月 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現　株式会社ナローピーク）と合弁会社「株

式会社セントラルパートナーズ（現　連結子会社）」を設立し、コールセンター事業へ進出

2007年８月 エスケーアイ開発株式会社（現　連結子会社）が大型立体駐車場による不動産賃貸・管理事業へ進出

2008年７月 株式会社セントラルパートナーズ（現　連結子会社）が青森県に東北支店（青森コールセンター）を開設

2009年２月 東京支社を横浜市港北区に移転し、関東支社に改称

2009年９月 愛知県知多市に「エスケーアイマネージメント株式会社（現　連結子会社）」を設立（資本金90,000千

円）

2010年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（現　東京証券取

引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場

2010年７月 エスケーアイマネージメント株式会社（現　連結子会社）が葬祭会館の営業を開始

2013年２月 エスケーアイ開発株式会社（現　連結子会社）が賃貸マンション「センチュリースクエア千種」を名古屋

市千種区にオープン

2013年７月 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）

に上場

2013年11月 太陽光発電設備を設置し、エネルギーを売電する太陽光発電事業へ進出

2014年３月 エスケーアイ開発株式会社（現　連結子会社）が賃貸マンション「センチュリースクエア千種」を売却

2014年４月 株式会社セントラルパートナーズ（現　連結子会社）が新潟県に新潟支店（新潟コールセンター）を開設

2014年９月 岐阜県恵那市に「エスケーアイ岩村発電所」を開所し、稼動開始

2015年４月 愛知県岡崎市に「エスケーアイ岡崎発電所」を開所し、稼動開始

2016年２月 埼玉県嵐山町に「エスケーアイ嵐山発電所」を開所し、稼動開始

2016年３月 三重県東員町に「エスケーアイ東員第１発電所」を開所し、稼動開始

2016年４月 エスケーアイ開発株式会社（現　連結子会社）が三重県東員町に「エスケーアイ東員第２発電所」を開所

し、稼動開始

2016年９月 三重県伊賀市に「エスケーアイ柘植発電所」を開所し、稼動開始

2016年10月 持株会社体制へ移行（2017年10月１日）するための、分割準備会社「株式会社エスケーアイ分割準備会社

（現　株式会社エスケーアイ　現　連結子会社）」を設立

 

EDINET提出書類

株式会社サカイホールディングス(E05181)

有価証券報告書

  4/129



 
2017年９月 和歌山県和歌山市に「エスケーアイ和歌山発電所」を開所し、稼働開始

2017年10月 持株会社体制への移行完了、株式会社サカイホールディングスに商号変更

2018年９月 愛知県新城市に「エスケーアイ新城発電所」を開所し、稼働開始

2018年11月 名古屋市中区に「エスケーアイフロンティア株式会社」を設立（資本金20,000千円）

2019年６月 熊本県八代市にて太陽光発電所を購入、「エスケーアイ熊本八代発電所」として稼働開始

2019年７月 熊本県八代市にて太陽光発電所を購入、「エスケーアイ熊本八代第２発電所」として稼働開始

三重県伊賀市に「エスケーアイ伊賀猪田発電所」を開所し、稼働開始

2019年８月 広島県東広島市に「エスケーアイ東広島発電所」を開所し、稼働開始

2020年６月 千葉県香取市にて太陽光発電所を譲受、「エスケーアイ千葉香取発電所」として稼働開始

茨城県牛久市にて太陽光発電所を譲受、「エスケーアイ茨城牛久発電所」として稼働開始

宮城県仙台市にて太陽光発電所を譲受、「エスケーアイ仙台青葉発電所」として稼働開始

2021年２月 株式会社エスケーアイ（現　連結子会社）がＫＤＤＩ株式会社との代理店契約を合意解約

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタン

ダード市場に移行

2022年10月 株式会社エスケーアイ（現　連結子会社）がエスケーアイフロンティア株式会社を吸収合併

2025年２月 株式会社セントラルパートナーズ（現　連結子会社）が大阪府大阪市に大阪支店を開設

2025年５月 株式会社エスケーアイ（現　連結子会社）が静岡県静岡市に法人営業部 静岡営業所を開設
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社サカイホールディングス）、連結子会社４社（株式

会社エスケーアイ、株式会社セントラルパートナーズ、エスケーアイマネージメント株式会社、エスケーアイ開発株

式会社）により構成されております。事業としては、再生可能エネルギー事業のほか、移動体通信機器販売関連事

業、保険代理店事業、葬祭事業、不動産賃貸・管理事業及びビジネスソリューション事業を展開しております。

　上記、企業集団の状況について、事業系統図を示すと以下の通りです。
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　なお、次の６事業は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメ

ントの区分と同一であります。

 

１．再生可能エネルギー事業

　太陽光発電所で発電した電気を電力会社に販売することにより、20年間固定された売電単価で売電代金を収受

しております。

 

２．移動体通信機器販売関連事業

　一般ユーザーに対し、移動体通信キャリアが提供する移動体通信機器の販売及び移動体通信サービスの加入契

約取次を行う事業で移動体通信サービスの加入契約の成約の対価として移動体通信キャリアから手数料を収受し

ております。

 

３．保険代理店事業

　保険会社からの委託を受け、医療保険等第三分野の保険の募集を行う事業で、保険加入契約後の顧客の払込保

険料の対価として各保険会社から手数料を収受しております。

 

４．葬祭事業

　個人顧客（募集会員）を中心に、葬儀の施行全般を請け負っております。また、葬儀終了後のアフターフォ

ローとして忌明け法要や年忌法要の請負などを行っております。

 

５．不動産賃貸・管理事業

　不動産物件（駐車場）の賃貸借募集を行うと同時に、その他一般消費者の利用を目的とする事業で、賃貸借契

約者より月極賃貸料を収受するほか、一般利用者より時間使用料を収受しております。

 

６．ビジネスソリューション事業

　法人企業に対し、移動体通信キャリアが提供する移動体通信機器の販売及び移動体通信サービスの加入契約取

次を行い、移動体通信サービスの加入契約の成約の対価として移動体通信キャリアから手数料を収受しておりま

す。

 

再生可能エネルギー事業の系統図は、次のとおりであります。
 

 

移動体通信機器販売関連事業の系統図は、次のとおりであります。
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保険代理店事業の系統図は、次のとおりであります。
 

 

葬祭事業の系統図は、次のとおりであります。
 

 

不動産賃貸・管理事業の系統図は、次のとおりであります。
 

 

ビジネスソリューション事業の系統図は、次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業内容
　　　（注）１

議決権の所有又は
被所有割合（％）

関係内容

（連結子会社）      

株式会社エスケーアイ

（注）２，３

名古屋市

中区
10,000

移動体通信機器

販売関連事業

ビジネスソリュー

ション事業

100.0
経営指導

役員兼任２名

株式会社セントラルパートナーズ

（注）２

岐阜県

大垣市
190,000 保険代理店事業 68.5

経営指導

役員兼任１名

エスケーアイマネージメント株式会社

（注）２

愛知県

知多市
490,000 葬祭事業 100.0

経営指導

資金の貸借

役員兼任２名

エスケーアイ開発株式会社

（注）２

名古屋市

中区
200,000

再生可能

エネルギー事業

不動産賃貸

・管理事業

100.0
経営指導

資金の貸借

（その他の関係会社）    被所有  

株式会社サンワ 岐阜県

関市

1,000 有価証券の売買、

管理及び運用

45.27 ―

（注）１．「主要な事業内容」欄には、セグメントの名称等を記載しております。

２．特定子会社であります。

３．株式会社エスケーアイについては、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

株式会社エスケーアイ

(1) 売上高　　　　　 12,863,017千円

(2) 経常利益 　　　　　 297,627千円

(3) 当期純利益 　　　　 142,132千円

(4) 純資産額 　　　　 1,124,926千円

(5) 総資産額 　　　　 2,969,131千円
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2025年９月30日現在

セグメントの名称 従業員数（名）

再生可能エネルギー事業 4 〔3〕

移動体通信機器販売関連事業 289 〔31〕

保険代理店事業 68 〔60〕

葬祭事業 23 〔5〕

不動産賃貸・管理事業 － 〔－〕

ビジネスソリューション事業 23 〔－〕

全社（共通） 31 〔6〕

合計 438 〔105〕

（注）１．従業員数は就業人員数であります。

２．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

３．全社（共通）は、管理部門の従業員であります。

 

(2）提出会社の状況

    2025年９月30日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

35 〔9〕 37.7 10.7 5,202

 

セグメントの名称 従業員数（名）

再生可能エネルギー事業 4 〔3〕

全社（共通） 31 〔6〕

合計 35 〔9〕

（注）１．従業員数は就業人員数であります。

２．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3）労働組合の状況

　子会社の株式会社エスケーアイには、エスケーアイ労働組合という労働組合が存在し、2018年４月10日に結

成され、2025年９月30日現在の組合員数は17人であります。

　加盟する上部団体は連合愛知地域ユニオンであり、労使関係は相互信頼を基調に円満に推移しております。
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(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①提出会社

　提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（2015年法律第64号）及び「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（1991年法律第76号）の規定による公表義務

の対象ではないため、記載を省略しております。

 

②連結子会社

当事業年度

名称

管理職に占める
女性労働者の割
合　（％）
　（注）１．

男性労働者の
育児休業取得
率　（％）
　（注）２．

労働者の男女の賃金の差異（％）
（注）１．

全労働者 正規雇用労働者
パート・有期
労働者

株式会社エスケーアイ 29.0 60.0 83.1 85.4 79.8

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（2015年法律第64号）の規定に基づき算出した

ものです。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（1991年法律第76号）

の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規

則」（1991年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営の基本方針（経営理念等）

　当社グループの経営理念等は、以下のとおりです。

１．経営理念（わたしたちの使命・存在意義）

　時代のニーズに先駆けて常に挑戦し、未来志向の価値創出と、持続可能な事業・社会を実現する

２．経営ビジョン（わたしたちが実現したい未来）

　「カーボンニュートラルの実現に寄与する再生可能エネルギー事業の発展的展開」、「セグメント事業を通じた

地域社会への生活インフラ提供」、「ＳＤＧｓの理念に基づく事業領域への新規ビジネス展開」の基本方針のも

と新規事業創出への挑戦に向けて推進してまいります。

 

(2) 経営環境

　当社グループのコア事業である再生可能エネルギー事業につきましては、再生可能エネルギーの固定価格買取制

度（ＦＩＴ制度）において、電気の買取価格が低下しているものの、設備投資コスト（発電コスト）の低下ととも

に経済性が向上しているため、新たな投資機会を模索しております。今後、ＳＤＧｓなど環境保全を前提とした事

業創造は避けて通れず、再生可能エネルギー事業は、これに即した成長性のある事業と考えております。

　移動体通信機器販売関連事業につきましては、高性能なＡＩスマートフォンの発売やスマートフォンの使用用途

の拡大により、機器の買い替えは継続的に行われる事業であり、総合的な提案力やサービスの質的向上を推進する

ことで今後も堅調に推移していくものと考えております。

 

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社グループは経営上の目標の達成状況を判断するために、事業活動の規模を把握する連結売上高及び連結経常

利益はもちろんのこと、１株当たりの当期純利益を重要な指標ととらえております。また、再生可能エネルギー事

業では、太陽光発電所での発電量の推移等を、移動体通信機器販売関連事業では、新規・機種変更の販売数、販売

動向など、事業上の管理指標にも注視しております。

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

１．再生可能エネルギー事業

　再生可能エネルギー事業につきましては、20年のＦＩＴ制度により売電が見込める半面、発電所の設備保全、日

照時間、災害により収益が変動する可能性があります。特に発電所の増設においては、メンテナンスの実効性を担

保する為、人材確保が課題です。また、発電所のメンテナンスコスト低減による収益性を高めることが急務である

ため、発電所の運用・管理業務の内製化に注力しております。さらに、発電所建設における投資など財務的な課題

は、長期にわたり高額な資本を投下する為、調達コストのコントロールが重要です。

　昨今の世界的なエネルギー不足の中、エネルギー供給においてサプライチェーン全体を見据えた安定供給確保の

重要性が再認識され、再生可能エネルギーへの期待値は日々高まっております。当社グループは、系統用蓄電池へ

の投資も検討し、更なる企業価値の向上に努めてまいります。

 

２．移動体通信機器販売関連事業

　移動体通信機器販売関連事業につきましては、大手通信事業者各社の経済圏を活かした顧客の囲い込みを狙いと

する施策・料金プランを打ち出し、料金競争から経済圏競争へと変わりつつあります。また、お客様の携帯端末保

有の長期化やＳＩＭのみの契約の増加などにより利益率が減少しております。このような事業環境のなか、積極的

な営業展開により対面サービスを通じて地域のＤＸ化を支える拠点と位置づけ、お客様満足度向上に向けた人材育

成に注力するとともに、付加価値の高い多様なサービスの提供に努めていく所存です。

 

　具体的な対処策としましては、下記のことを考えております。

（ドミナント出店戦略・統合による店舗運営効率の向上）

　現在はメインブランドとサブブランドのショップを統合するとともに、ドミナント戦略による特定地域への集中

的な出店によるシェア独占と認知度の向上、ドミナントエリアにおける店舗間の連携強化により店舗運営効率の向

上に取り組んでまいります。
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（積極的な販売促進活動）

　店舗外での販売促進活動として、ショッピングモール等へ積極的にイベント出店し、契約台数の向上に取り組ん

でまいります。また、派遣比率の低減にも率先して取り組んでおり、販売促進に係る費用の削減にも努めてまいり

ます。

 

（社員のスキルアップと社員がやりがいを感じられる環境づくり）

　オンライン上で携帯電話の契約が完結できるようになった現状ですが、一方で料金体系や契約内容が複雑な為、

理解に戸惑うお客様もおられます。また、スマートフォンの社会実装が進み利便性が向上する一方で、十分に使い

こなせない消費者も増えております。そのような社会的課題に取り組む為に、お客様それぞれに合わせた丁寧で理

解しやすい接客とお客様の満足度向上のため、充実した教育による社員一人ひとりのスキルアップと再度来店して

いただけるような店舗作りを目指してまいります。

　また、変化の激しい通信業界の中で当社グループが大切にしてきたのは「人」であり、会社にとって一番大切な

のは「社員」だと考えております。一緒に働く社員がやりがいを感じられるよう、常に新しいことを取り入れた

り、年齢に関係なく意見を言える環境を整えております。

 

３．保険代理店事業

　保険代理店事業において従来、電話による通信販売を中心に展開してまいりました。しかし、電話販売では取り

扱える商品が限定されるという課題があり、より幅広い商品ラインナップを提供するため、販売手法の多様化に取

り組んでおります。

　今後は、電話販売に加え、訪問販売を拡大し、顧客ニーズに幅広く対応できる体制を構築いたします。また、販

売商品の拡充に伴い、従業員の教育・研修を強化し、新しい販売手法や商品知識の習得を促進してまいります。

　さらに、通信販売と並行して、訪問販売やネット販売に適した集客施策や販売リストの確保にも注力し、より多

くのお客様に最適な保険商品をお届けできるよう取り組んでまいります。

 

４．葬祭事業

　葬祭事業につきましては、地域密着型の効率的な運営を目的として、現在、愛知県の知多エリア及び西三河エリ

アで８会館を運営し、近隣店舗間の高い連携効率を実現しております。少子高齢化、世帯人数の減少、新型コロナ

ウイルス感染症以降のネット系葬儀サービスの台頭、家族葬の浸透・定着を背景とした小規模葬の拡大による葬祭

規模の二極化の進行等、葬儀や供養のあり方が変化する中、多様化するニーズに合わせ葬儀・法要のプランのライ

ンナップを見直すと共に、幅広い世代を対象に需要を見据えたイベントを開催するなどして、会員増加を推進して

まいります。また、葬儀に関連する周辺サービスを充実させることで、お客様にトータルサポートを提案できるよ

う取り組んでまいります。

 

５．不動産賃貸・管理事業

　不動産賃貸・管理事業につきましては、交通事情および駐車環境の変化が始まっており、駐車場の稼働率アップ

を図ることが課題と考えております。また、駐車施設の管理を徹底することで、利用者に対する安心感と信頼性の

向上に繋げてまいります。

 

６．ビジネスソリューション事業

　ビジネスソリューション事業につきましては、ＤＸの需要の高まりを背景に、携帯電話と光回線サービスを中心

に法人のお客様の業務効率化、コスト削減に関するコンサルティング営業を強化してまいります。購入サイクルが

長期化する個人のお客様とは対照的に、一定の期間で購入契機のある法人のお客様をフォローするために、サブス

クリプション型の有償サポートの販売を強化いたします。また、法人営業部の組織体制を拡大すべく、人員獲得に

努めてまいります。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) ガバナンス

　当社グループでは、サステナビリティにおけるあらゆるリスクの洗い出し、予防手段の検討、発生時の影響を最

小限に抑え、早期回復手段を検討することを目的とし、当社及び連結子会社にコンプライアンス責任者をメンバー

とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、四半期ごとに定期開催しております。また、リスク管

理に関する課題への対応策の審議や実践計画に対する実施状況のモニタリング結果を取締役会へ報告しておりま

す。尚、詳細は、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等（1）コーポレート・ガバナ

ンスの概要」をご参照ください。

 

(2) 戦略

　カーボンニュートラル・循環型社会を実現していくことを重要な経営課題と捉え、環境法令等の遵守はもとよ

り、環境に配慮した持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

　太陽光発電事業への更なる取り組みやグループ内のペーパーレス化の推進に伴う紙資源利用削減などを継続して

行ってまいります。

　当社は、従業員の仕事と育児の両立支援をさらに強化するため、2024年11月に「働くパパママ応援制度」の拡充

を行いました。具体的には、従来の子どもが３歳になるまでとしていた育児短時間勤務の適用期間を子どもが小学

１年生の９月末日までに延長することや、ベビーシッター利用割引券の導入により急な残業や緊急の業務対応に伴

う臨時の出勤を可能にすることなどです。上記の制度に加え、「パパママコンシェルジュ」として、産休育休制度

に関する知識サポート、休暇中の手続きサポート、職場復帰後の現場サポート等で産休育休の「取得前から復帰後

まで」をしっかりと相談できる環境を整えております。

　人材の育成に関する方針として、当社グループを全社網羅的に取り纏めた研修体系図を策定いたしました。全役

員・社員を対象とするｅラーニングを中心とした研修を定期的に実施し、コンプライアンス教育の徹底、コンプラ

イアンス意識の向上に努めております。また、各役職に合わせた階級別研修やＯＪＴ研修、自己啓発研修により、

組織と事業の強化に繋げ、当社の持続的成長と企業価値向上を実現してまいります。

 

(3) リスク管理

　当社グループでは全社的なリスク管理体制として前述の通り、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設

置、定期開催し取締役会に対して報告をしております。

　また、リスク管理方針の策定とリスク変化に対する対応について、2022年９月に「リスク管理方針」、2022年10

月に「リスク管理規程」を制定しましたが、それに加え「リスク管理規程」に基づいた「緊急事態対応規則」「事

業継続管理規則」を2024年３月に制定し、より幅広い緊急事態への備えを固めております。

　再生可能エネルギーの安定稼働を継続すべくＯ＆Ｍ（運転管理・保守点検管理）を有資格者である自社エンジニ

アが行っております。また、地震や台風などの突如発生する自然災害に備えるべく、10県15ヵ所の分散型発電によ

り損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧が図れるようリスクヘッジがなされております。

 

(4) 指標及び目標

　近時の世界的なエネルギー不足の中、エネルギー供給においてサプライチェーン全体を見据えた安定供給確保の

重要性が再認識され、2020年10月に環境省により宣言された「2050年カーボンニュートラル」、2025年２月に資源

エネルギー庁により発表された「第７次エネルギー基本計画」においても再生可能エネルギーの主力電源化を徹底

し、2040年の電源構成における太陽光の構成比を現状の約10％から約30％に増やすという目標が定義されておりま

す。

　上記の政策・宣言を踏まえ、当社グループとしてこれまで培ってきた再生可能エネルギーに関するノウハウ・知

見を生かし、それぞれの環境に適した効率の良い発電事業に取り組み、30年後・50年後も持続可能な社会で有り続

けるための挑戦を続けてまいります。
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　人材の多様性を含む人的資本について、2024年11月より当社グループでは採用活動における人権を尊重、重視し

た行動の厳守を社員に対して周知徹底させる行動規範を策定し、取り組んでおります。

　人材育成及び社内環境整備について当社グループでは、いずれの事業セグメントにおいても優秀な人材の採用・

定着を促進するために「キャリアチェンジ制度」、「パパママコンシェルジュ」といった社内環境整備を実施・運

用しております。女性の活躍促進について連結子会社の株式会社エスケーアイでは、2019年に「あいち女性輝きカ

ンパニー」、2024年に「えるぼし（三つ星）」を、また連結子会社の株式会社セントラルパートナーズにおいても

2020年に「えるぼし（三つ星）」認定を取得しております。

　管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異についての実績

は「第１　企業の状況　５　従業員の状況（４）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率

及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。

　なお、各課題に対する指標及び目標については、現時点において指標及び目標を定めていないため、記載してお

りませんが、当社グループ全体として全従業員が活躍できる環境づくりの為、今後も多様化する働き方に順応した

環境づくりに努めてまいります。
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３【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のと

おりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1) 再生可能エネルギー事業

１．事業展開について

　経済産業省から再生可能エネルギー（太陽光）発電設備の認定を受け、電力会社と電気需給契約を締結した

太陽光発電所で発電した電気を電力会社に売却することで、20年間固定された売電単価により売電代金を収受

いたしますが、電気需給契約の締結時期、太陽光発電所設置地域との調整、天候・気候の大幅な変動、出力制

御により、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。

 

２．法的規制について

　太陽光発電事業については、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基

づく、経済産業省の認定が必要となりますが、同法による太陽光発電事業の申請が集中傾向にあり、将来他の

再生可能エネルギーを含め関係法令の改定等があった場合には、当社グループの財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 移動体通信機器販売関連事業

　移動体通信機器販売関連事業については、移動体通信キャリアの販売代理店事業を営んでおります。移動体通

信キャリアとは、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信事業を行う第一種電気通信事業者のうち、携帯電話

等の移動体通信サービスを提供している事業者のことをいいます。

　具体的な事業内容は以下のとおりであります。

・　新規ユーザーから移動体通信サービスの契約の申込みを受付け、移動体通信キャリアに取次ぐとともに、ユー

ザーに移動体通信端末を販売する事業

・　既存ユーザーから移動体通信端末の機種変更の申込みを受付け、移動体通信キャリアに取次ぐとともに、ユー

ザーに移動体通信端末を販売する事業

・　既存ユーザーから移動体通信サービスの各種変更の申込みを受付け、移動体通信キャリアに取次ぐ事業

　これらの事業に関する特記事項は以下のとおりであります。

１．移動体通信キャリアの受取手数料について

　移動体通信キャリアが提供する移動体通信サービスへの加入契約等の取次ぎを行うことにより、その対価と

して移動体通信キャリア等から手数料を収受しております。その受取手数料は次のとおりであります。

①　新規手数料：移動体通信サービスの新規加入契約成立により、移動体通信キャリア等から収受する手数料

②　買換手数料：移動体通信サービス契約既加入者の端末機の機種変更契約成立により、移動体通信キャリア等

から収受する手数料

③　継続手数料：移動体通信サービス加入契約成立後、その回線の通話料に応じて移動体通信キャリア等から一

定期間継続的に収受する手数料

④　その他　　：保守業務委託手数料等上記記載以外の各種手数料

　受取手数料の金額、支払対象期間、通話料金に対する割合、支払対象となるサービス業務の内容等の取引条

件は、移動体通信キャリアの事業方針等により変更されることがあります。したがいまして、大幅な取引条件

等の変更が発生した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　売上高には商品売上と受取手数料が含まれており、仕入価格を下回る価格で端末を販売する場合でも受取手

数料を原資として収益を確保しております。
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 2024年９月期 2025年９月期

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

受取手数料

新規手数料 2,066,239 19.2 2,665,742 22.0

買換手数料 798,705 7.4 786,930 6.5

継続手数料 526,888 4.9 644,465 5.3

その他 533,726 5.0 630,228 5.2

小計 3,925,558 36.6 4,727,367 39.0

商品売上高 6,813,461 63.4 7,382,808 61.0

合計 10,739,020 100.0 12,110,176 100.0

 

２．移動体通信端末の販売について

　移動体通信端末については、スマートフォンをはじめとする売れ筋商品の確保や価格競争力のある商品の確

保は重要であり、それらの商品やサービスが確保できない場合には、当社グループの財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、端末価格の高騰により、お客様の

買い換えサイクルは平均的には長期化する傾向にあり、この傾向が顕著になった場合及び2015年５月以降に販

売されたＳＩＭフリー対応機種の市場占有率が著しく増加した場合には、当社グループの財政状態、経営成績

及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

３．競合・新規参入について

　移動体通信業界は常に新しい商品やサービスを提供しており、移動体通信端末の普及とともに移動体通信機

器の販売及びサービス獲得競争はますます激化しております。当社グループは移動体通信キャリア１社と移動

体通信サービスの代理店契約を締結しておりますが、移動体通信キャリアと直接移動体通信サービスの加入に

関する業務委託契約等を締結している代理店は全国に多数あります。

　したがいまして、今後の競争状況によっては当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

４．法的規制について

　移動体通信キャリアの販売代理店事業については、直接的な法的規制はありませんが、「電気通信事業法」

や社団法人電気通信事業者協会が定める「代理店の営業活動に対する倫理要綱」等に基づいて移動体通信キャ

リアから指導を受けております。当社グループは、上記法令等の内容を踏まえ移動体通信キャリアからの指導

を遵守し営業活動を行っております。

　また、電気通信分野における個人情報の取り扱いについては、総務省が策定し、改定した「電気通信事業に

おける個人情報保護に関するガイドライン」に詳細が定められております。

　当社グループの事業に係る移動体通信サービス加入契約者の個人情報について同ガイドラインに基づき、

「個人情報取扱の基本規程」を策定し、個人情報の漏洩防止に努めておりますが、不測の事態により顧客に係

る紛失、漏洩等が発生した場合、当社グループに対する信頼性の失墜、損害賠償請求等により、財政状態、経

営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

５．店舗展開について

　現在展開中の店舗は全て直営店でありますが、収益性の低下が懸念される店舗が発生した場合は、利益確保

のため移転・閉鎖等を行うことも想定されます。その場合には、当社グループの財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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(3) 保険代理店事業

１．保険会社の受取手数料について

　医療保険等第三分野の保険加入契約の取り次ぎを行うことにより、その対価として各保険会社から手数料を

収受しておりますが、受取手数料の金額、支払対象期間、顧客の払込保険料に対する割合等の取引条件は、保

険会社の事業方針等により変更されることがあります。したがいまして、大幅な取引条件等の変更が発生した

場合には、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。

 

２．法的規制について

　保険の募集事業については、保険業法の規制を受けており、保険会社の一次代理店として登録し、保険募集

人資格を有する社員が、コールセンターで保険募集業務を行っております。

　また、保険分野の加入契約者の個人情報については、セキュリティシステムの強化と従業員に対する教育を

徹底し、個人情報の漏洩防止に努めておりますが、不測の事態により顧客情報に係る紛失、漏洩等が発生した

場合、当社グループに対する信頼性の失墜、損害賠償請求等により、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

３．事業展開について

　保険会社から営業を受託し、保険加入率の向上、アフターフォロー等の営業努力を継続しておりますが、保

険代理店事業の受注は、各保険会社の事業方針により変更されることがあります。したがいまして、大幅な受

注量の変更が発生した場合には、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な

影響を及ぼす可能性があります。

 

４．保険会社の重要な経営環境の変化について

　保険募集業務を委託した保険会社に、財務上の問題等で他社への売却あるいは他社との合併等や、保険会社

の取扱商品に不備があった場合のほか、保険会社における個人情報の取扱に問題があった場合は、消費者の保

険に対する加入意欲が低下することがあります。

　したがいまして、業務を委託した保険会社に重要な経営環境の変化があった場合には、当社グループの財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 葬祭事業

１．事業展開について

（死亡者数）

　葬儀需要の数量的側面は、死亡者数によって決定されます。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来

推計人口」（2023年推計）によると、2040年の死亡者数のピークに向けてでは年平均0.66％程度の伸び率で死

亡者数が増加していくと推測されております。しかし、現実の死亡者数の推移は同推計値を下回る場合があり

ます。

　したがいまして、シェア及び葬儀平均単価（１件当たり）に変動がないとしても、実際の死亡者数の変動に

より、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があり

ます。

（葬儀単価の変動）

　葬儀は弔問会葬者や遺族親族の人数、利用する祭壇の種類などにより大きく価格変動するため、当社グルー

プの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（季節性やその他の要因による変動）

　葬儀は年間を通じて平均的に発生せず、季節性や災害発生等による変動があるため、当社グループの財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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２．新規参入について

　葬儀業界は法的規制がない業界であり、新規参入が比較的容易であります。業界内には冠婚葬祭互助会が数

多く存在していますが、葬儀が成長産業であるとの認識から葬儀への参入が全国規模で進んでおり、ネット系

葬儀サービスの台頭も見られるなど、競争は激化しております。また、同様に葬儀を成長産業と考えている異

業種（鉄道会社、農協、生協等）からの参入も進んでおります。市場成長性の高さと参入障壁の低さより、今

後さらなる新規参入を招き、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響

を及ぼすような環境変化が起こる可能性があります。

 

３．個人情報について

　葬祭事業では、将来の見込み顧客として募っている会員、葬儀請負及び法要の請負に関しまして施主の個人

情報を取り扱っており、「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）に基づき、個人情報の管理を徹

底すべく従業員教育及びコンピュータシステムの情報漏洩防止策を行っておりますが、書類の盗難等により個

人情報漏洩が発生した場合には、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な

影響を及ぼす可能性があります。

 

４．葬儀会館の土地の賃借について

　当社グループは、葬儀会館の出店に関しまして、土地の賃借をしております。

（保証金等）

　賃借条件により、保証金を差入れている物件もあり、差入先の破綻等により保証金の返還がなされない場

合、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性がありま

す。

（定期借地権）

　一部の土地の賃借について定期借地契約となっておりますが、賃借期間終了後に当該会館の継続賃借ができ

ない場合、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。

 

(5) 不動産賃貸・管理事業

１．事業展開について

　駐車場の賃貸契約者を募集し、駐車区画の約半数において月極賃貸料を収受するとともに、一般利用者から

も時間使用料を収受しておりますが、駐車場所在地付近の環境の変化、駐車場の利用状況により賃貸料を変更

することがあります。したがいまして、各々の賃貸条件が変動した場合には、当社グループの財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

２．法的規制について

　駐車場自体は、業務運営上規制を受ける法令等はありませんが、駐車場を取り巻く環境については、道路交

通法に影響されることが想定され、法令改正等があった場合には、当社グループの財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) ビジネスソリューション事業

　　移動体通信機器の法人販売について

　移動体通信機器の法人販売における当社グループの収益構造は、移動体通信機器販売関連事業と同一である

ため、(2) 移動体通信機器販売関連事業の１～４に記載のとおりであります。

EDINET提出書類

株式会社サカイホールディングス(E05181)

有価証券報告書

 19/129



４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以

下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

　当連結会計年度における我が国経済は、雇用環境や賃金引上げなどの所得環境が改善する状況下にインバウンド

需要の回復も相まって緩やかな回復基調にあります。一方、長期化する不安定な国際情勢などを背景とした資源・

エネルギー価格の高騰や物価高の上昇により、家計への負担は増加しており、足元は個人消費の足踏みも見られて

いるうえに、米国政権による関税政策の影響など、先行きは不透明な状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは、再生可能エネルギー事業の増強、携帯ショップの総合的評価の向上と

採算性の見直し、保険代理店事業の販売力と生産性の向上、葬祭事業における会員募集の強化と質的向上、ビジネ

スソリューション事業の販売力強化と提案の多様化に注力しております。

　この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

ａ．財政状態

　当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、729百万円減少し、20,399百万円となりました。

　当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ、673百万円減少し、15,719百万円となりました。

　当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、55百万円減少し、4,680百万円となりました。

 

ｂ．経営成績

　当連結会計年度の経営成績は、売上高は17,017百万円（前期比9.9％増）、営業利益は1,465百万円（前期比

4.2％増）、経常利益は1,332百万円（前期比0.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は987百万円（前期比

25.3％減）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　再生可能エネルギー事業につきましては、2050年カーボンニュートラル宣言、エネルギー基本計画等、再生可能

エネルギー導入に対する政府の支援姿勢は継続しており、今後も、国内再生可能エネルギー市場は、より一層拡大

していく見通しです。当社グループは15ヶ所の太陽光発電所を運営しており、自社エンジニアが発電所の運営管理

業務（Ｏ＆Ｍ）を担当することで経費削減を図り、発電所の設置地域を全国各地に分散することで気候リスクの低

減を図っています。発電量は出力制御の回数増加及び実施対象地域の拡大によりマイナスの影響を受けています

が、安定的に稼動しています。

　この結果、当連結会計年度における売上高は2,387百万円（前期比1.2％増）、営業利益は1,169百万円（前期比

3.2％増）となりました。

　移動体通信機器販売関連事業につきましては、端末値引き規制が強化され、端末購入価格が上昇し、お客様の機

種変更サイクルが長期化しております。大手通信事業者各社は経済圏を活かした顧客の囲い込みを狙いとする施

策・料金プランを打ち出し、料金競争から経済圏競争へと変化をしてまいりました。このような事業環境のなか、

当社グループでは各店舗を対面サービスを通じた地域のＤＸを支える拠点と位置づけ、お客様満足度向上に向けた

人材育成に注力するとともに、お客様の意向に合わせた料金プランの案内、スマートフォンやアクセサリの販売の

ほか、光回線、キャリア推奨のクレジットカード提案の促進など経済圏を活かしたライフスタイルのコンサルティ

ングを行っています。併せてアドレス等のデータ移行や保護フィルムの貼付等をサブスクリプション型の有償サ

ポートで行うなど、多様なサービスを提供しています。また、外販専門部門を増員・強化し、商業施設等において

積極的な営業展開をすることで、新規契約回線獲得に努めてまいりました。

　この結果、当連結会計年度における移動体通信機器の販売台数は、新規・機種変更を合わせ69,544台（前期比

0.4％減）、その内訳は、新規が29,271台（前期比10.8％増）、機種変更が40,273台（前期比7.3％減）となり、上

記施策により売上高は12,110百万円（前期比12.8％増）、営業利益は440百万円（前期比0.7％減）となりました。

　なお、各店舗の採算を検討した結果、不採算となっている店舗については減損処理を実施しました。

　保険代理店事業につきましては、医療保険などの第三分野商品の加入件数が堅調に推移し、現在の主力販売商品

になっています。また、稼働人員も徐々に回復傾向にあり、新規顧客の開拓や教育体制の整備に注力した結果、売

上高は順調に推移いたしました。

　この結果、当連結会計年度における売上高は672百万円（前期比0.6％増）、営業利益は59百万円（前期比29.4％

減）となりました。
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　葬祭事業につきましては、葬儀に関する潜在的需要は人口動態を背景に年々増加するものと推計されています

が、少子高齢化、世帯人数の減少、ネット系葬儀サービスの台頭、家族葬の増加による葬祭規模の縮小等、葬儀や

供養のあり方自体が変化しています。近時では多数のご参列をいただく一般葬の需要は一定数あるものの、家族葬

の浸透・定着による小規模葬の拡大により、今後も業界全体として葬祭規模の二極化はさらに進行していくものと

捉えています。そのような市場環境のもと、地域密着型で効率的な運営を目的として、現在、愛知県の知多エリア

及び西三河エリアで８会館を運営し、近隣店舗間の高い連携効率を実現しています。また専門知識と経験豊富な葬

祭ディレクターによるお客様本位の対応、搬送業務と接客要員における委託業務の一部内製化により、お客様のご

要望に合わせたきめ細かなサービスを提供することで、葬儀案件受注及び葬儀施行単価の維持・向上に努めてまい

りました。今後は葬儀に関する様々なニーズにワンストップで対応するため、樹木葬や永代供養墓の販売に着手

し、新たなバリューの提供による顧客満足度の更なる向上と収益拡大を目指して参ります。

　この結果、当連結会計年度における売上高は1,030百万円（前期比1.6％減）、営業利益は173百万円（前期比

13.1％減）となりました。

　不動産賃貸・管理事業につきましては、名古屋市千種区に大型立体駐車場「エスケーアイパーク法王町」を運

営、安定した賃料収入を計上しております。

　この結果、当連結会計年度における売上高は65百万円（前期比3.3％増）、営業利益は11百万円（前期比2.4％

増）となりました。

　ビジネスソリューション事業につきましては、ＤＸの需要の高まりを背景に、携帯電話と光回線サービスを中心

に法人のお客様の業務効率化、コスト削減に関するコンサルティング営業を展開しています。また、有償のアフ

ターフォローサービス「ＳＫＩモバイルサポート」も順調に獲得数を伸ばしております。さらに、新電力サービス

やクラウドＰＢＸといった関連サービスのクロスセル強化にも注力しております。

　この結果、当連結会計年度における売上高は752百万円（前期比23.6％増）、営業利益は91百万円（前期比

178.3％増）となりました。

 

② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び投資活動による資金

の増加を、財務活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ60百万円増加し、2,751百万円とな

りました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フローについて）

　営業活動による資金の増加は1,969百万円（前期は1,630百万円の資金の増加）となりました。これは税金等調整

前当期純利益で1,424百万円、減価償却費で970百万円の資金の増加となった一方で、法人税等の支払額で450百万

円の資金の減少となったことなどによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フローについて）

　投資活動による資金の増加は76百万円（前期は98百万円の資金の減少）となりました。これは有形固定資産の取

得による支出92百万円、差入保証金の差入による支出35百万円があった一方で、投資有価証券の売却による収入

220百万円があったことなどによるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フローについて）

　財務活動による資金の減少は1,985百万円（前期は2,113百万円の資金の減少）となりました。これは短期借入金

の純増減額で580百万円の資金の増加となった一方で、長期借入金の返済による支出1,405百万円、自己株式の取得

による支出881百万円、配当金の支払額234百万円があったことなどによるものです。
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仕入及び販売の実績

　当連結会計年度における仕入及び販売の実績は、次のとおりであります。

ａ．仕入実績

　当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

前年同期比（％）

移動体通信機器販売関連事業（千円） 8,687,484 110.1

葬祭事業（千円） 242,513 95.1

ビジネスソリューション事業（千円） 478,719 113.3

合計（千円） 9,408,717 109.8

 

ｂ．販売実績

　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

前年同期比（％）

再生可能エネルギー事業（千円） 2,387,060 101.2

移動体通信機器販売関連事業（千円） 12,110,176 112.8

保険代理店事業（千円） 672,581 100.6

葬祭事業（千円） 1,030,196 98.4

不動産賃貸・管理事業（千円） 64,167 103.4

ビジネスソリューション事業（千円） 752,841 123.6

合計（千円） 17,017,023 109.9

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。
 

相手先

前連結会計年度
（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ソフトバンク株式会社 4,085,013 26.4 4,876,114 28.7
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

(a)財政状態の状況

　当連結会計年度の財政状態の状況につきましては、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の分析　①財政状態及び経営成績の状況　ａ．財政状態」に記載しておりま

す。

 

(b)経営成績の分析

　当連結会計年度の経営成績の分析につきましては、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の分析　①財政状態及び経営成績の状況　ｂ．経営成績」に記載しておりま

す。

 

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

(a)キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第２　事業の状況　４経営者による財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　②キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

 

(b)資本の財源及び資金の流動性

　当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金

は、自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。

 

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものにつき

ましては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積

り）」に記載のとおりであります。
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④ 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

ａ．経営成績等

ⅰ　経営成績の分析

（売上高）

　売上高につきましては17,017百万円（前期比9.9％増）となりました。これは、移動体通信機器販売関連事業

及びビジネスソリューション事業における売上単価の上昇などによるものであります。

 

（売上総利益）

　売上総利益につきましては6,402百万円（前期比13.6％増）となりました。これは、移動体通信機器販売関連

事業及びビジネスソリューション事業における売上高の増加などによるものであります。

 

（営業利益）

　営業利益につきましては1,465百万円（前期比4.2％増）となりました。これは、売上総利益の増加に対し積極

的な営業活動などに伴う販売費及び一般管理費が増加したことによるものであります。

 

（経常利益）

　経常利益につきましては1,332百万円（前期比0.7％増）となりました。これは、営業利益の増加に対し営業外

収益が減少したことなどによるものであります。

 

（親会社株主に帰属する当期純利益）

　親会社株主に帰属する当期純利益につきましては987百万円（前期比25.3％減）となりました。これは、経常

利益は増加したものの、投資有価証券売却益が減少したことなどによるものであります。

 

（１株当たり当期純利益）

　上記の結果、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）は23.65円減少し、106.27円（前期比18.2％減）となりまし

た。

 

ⅱ　財政状態の分析

（資産合計）

　当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ729百万円減少し、20,399百万円（前連結会計年度

末は21,129百万円）となりました。

　流動資産は5,628百万円（前連結会計年度末は5,455百万円）となりました。これは主に、現金及び預金が61百

万円、売掛金及び契約資産が82百万円、商品が43百万円増加したことなどによるものであります。

　固定資産は14,771百万円（前連結会計年度末は15,673百万円）となりました。これは主に、有形固定資産が

845百万円、無形固定資産が111百万円減少したことなどによるものであります。

 

（負債合計）

　当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ673百万円減少し、15,719百万円（前連結会計年度

末は16,392百万円）となりました。

　流動負債は7,436百万円（前連結会計年度末は6,843百万円）となりました。これは主に、１年内返済予定の長

期借入金が100百万円減少したものの、短期借入金が580百万円、買掛金が51百万円、未払金が77百万円増加した

ことなどによるものであります。

　固定負債は8,283百万円（前連結会計年度末は9,549百万円）となりました。これは主に、長期借入金が1,304

百万円減少したことなどによるものであります。

 

（純資産合計）

　当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ55百万円減少し、4,680百万円（前連結会計年度

末は4,736百万円）となりました。これは主に、利益剰余金が735百万円、その他の包括利益累計額が34百万円増

加した一方で、自己株式が846百万円増加したことなどによるものであります。
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ⅲ　経営成績及びキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」

の「① 財政状態及び経営成績の状況」及び「② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

 

ｂ．経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社グループの経営に重要な影響を与える大きな要因としては、天候や法的規制の改正等様々な要因が挙げら

れ、詳細につきましては「３　事業等のリスク」に記載のとおり認識しており、これらのリスクについては発生

の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

 

ｃ．資本の財源及び資金の流動性

　当社グループの資金需要のうち主なものは、発電所の運営に係る支出、商品の仕入れ、並びに販売費及び一般

管理費であります。

　投資を目的とした資金需要としては、太陽光発電設備を主とした設備投資等であります。

　資本の財源につきましては、自己資金及び金融機関からの借入金による調達を基本としております。
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５【重要な契約等】

(1) 電力受給契約

　　主な契約等は、次のとおりであります。

契約会社名 相手先 契約内容 契約の種類 契約期間

株式会社サカイホール

ディングス

中部電力株式会社
太陽光発電による売電

（エスケーアイ岩村発電所）
電力受給契約

2014年８月29日から

2034年８月28日まで

中部電力株式会社
太陽光発電による売電

（エスケーアイ岡崎発電所）
電力受給契約

2015年４月６日から

2035年４月５日まで

中部電力株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　　　東員第１発電所）

電力受給契約
2016年３月31日から

2036年３月30日まで

中部電力株式会社
太陽光発電による売電

（エスケーアイ柘植発電所）
電力受給契約

2016年９月16日から

2036年９月15日まで

中部電力株式会社
太陽光発電による売電

（エスケーアイ新城発電所）
電力受給契約

2018年５月18日から

2038年５月17日まで

中部電力株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　　　伊賀猪田発電所）

電力受給契約
2019年７月５日から

2039年７月４日まで

東京電力エナジー

パートナー株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ嵐山発電所）
電力受給契約

2016年２月22日から

2036年２月21日まで

関西電力株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　　　　和歌山発電所）

電力受給契約
2017年７月28日から

2037年７月27日まで

中国電力株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　　東広島発電所）

電力受給契約
2019年８月２日から

2039年８月１日まで

九州電力株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　　　熊本八代発電所）

電力受給契約
2019年６月１日から

2038年11月１日まで

九州電力株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　熊本八代第２発電所）

電力受給契約
2019年７月１日から

2039年３月３日まで

東京電力エナジー

パートナー株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　　　千葉香取発電所）

電力受給契約
2020年６月30日から

2036年７月25日まで

東京電力エナジー

パートナー株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　　　茨城牛久発電所）

電力受給契約
2020年６月30日から

2036年２月21日まで

東北電力株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　　　仙台青葉発電所）

電力受給契約
2020年６月30日から

2038年１月24日まで

エスケーアイ開発株式

会社（連結子会社）
中部電力株式会社

太陽光発電による売電

（エスケーアイ

　　　　　東員第２発電所）

電力受給契約
2016年４月18日から

2036年４月17日まで
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(2) 代理店契約

①　株式会社エスケーアイと移動体通信キャリアとの代理店契約は、次のとおりであります。

会社名 契約内容 契約期間

ソフトバンク株式会社
携帯電話サービスの加入に関する業務委託及び携帯電話

機ならびにその関連商品の売買

2000年４月１日から

2001年３月31日まで

以降１年毎の自動更新

 

②　株式会社セントラルパートナーズと保険会社との代理店契約は、次のとおりであります。

会社名 契約内容 契約期間

アフラック生命保険株式会社 生命保険契約の募集に関する業務の委託

2006年２月７日から

2007年２月６日まで

以降１年毎の自動更新

オリックス生命保険会社 生命保険契約の募集に関する業務の委託

2021年９月１日から

2022年８月31日まで

以降１年毎の自動更新

ＦＷＤ生命保険株式会社 生命保険契約の募集に関する業務の委託

2017年３月17日から

2018年３月16日まで

以降１年毎の自動更新

 

③　エスケーアイマネージメント株式会社と葬儀会社とのフランチャイズ契約は、次のとおりであります。

会社名 契約内容 契約期間

株式会社ティア 葬祭事業の経営に関するフランチャイズ契約

2009年11月24日から

2019年11月23日まで

以降１年毎の自動更新
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(3) 財務制限条項が付された借入金契約

　　主な契約等は、次のとおりであります。

借入先

株式会社りそな銀行

株式会社三井住友銀行

株式会社あいち銀行

（アレンジャー兼エージェント

株式会社りそな銀行）

（コ・アレンジャー株式会社三

井住友銀行）

株式会社みずほ銀行

株式会社名古屋銀行

（エージェント株式会社みずほ

銀行）

株式会社りそな銀行

契約形態
シンジケーション方式コミット

メント期間付タームローン

シンジケーション方式コミット

メント期間付タームローン
タームローン

当初借入金額 80億円 30億円 20億円

資金使途

和歌山県和歌山市におけるメガ

ソーラー発電設備の建設に関す

る設備資金

広島県東広島市におけるメガ

ソーラー発電設備の建設に関す

る設備資金

千葉県香取市、茨城県牛久市及

び宮城県仙台市における太陽光

発電設備の取得に関する資金

契約締結日 2015年３月31日 2015年９月28日 2020年６月30日

借入期間
自　2015年９月２日

至　2027年12月30日

自　2015年９月28日

至　2029年３月31日

自　2020年６月30日

至　2036年６月30日

期末残高 3,692,160千円 1,700,000千円 1,299,758千円

担保の有無 あり（注）１ あり（注）１ あり（注）１

保証の有無 あり（注）２ あり（注）２ なし

財務制限条項 あり（注）３ あり（注）３ あり（注）３

（注）１．担保に供している資産は、各発電設備に係る「売掛金及び契約資産」、「建物及び構築物」、「機械装置及び

運搬具」、「土地」、「有形固定資産　その他」及び「無形固定資産　その他」であります。

２．連結子会社である株式会社エスケーアイによる保証であります。

３．詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（連結貸借対照表関

係）」に記載しております。

 

 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度における、設備投資額（無形固定資産を含む）は92,985千円、固定資産売却益は2,257千円、固

定資産除却損は106千円となりました。

　再生可能エネルギー事業においては、栃木県佐野市にて太陽光発電所を建設しています。この結果、当連結会計

年度の再生可能エネルギー事業における設備投資額は12,101千円となりました。

　移動体通信機器販売関連事業においては、ソフトバンクショップが６店舗増加した一方で、ソフトバンクショッ

プが３店舗、ワイモバイルショップが２店舗減少しました。この結果、当連結会計年度の移動体通信機器販売関連

事業における設備投資額は60,488千円、固定資産除却損は12千円となりました。

　葬祭事業においては、既存会館に隣接する事業用不動産を取得しました。この結果、当連結会計年度の葬祭事業

における設備投資額は17,541千円、固定資産売却益は716千円となりました。

 

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

2025年９月30日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業
員数
（名）

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

その他 のれん 合計

本社

（名古屋市中区）
全社（共通）

統括業務

施設
159,676 4,640

277,036

(8,219)
18,852 － 460,205 42

関東支社

（横浜市港北区）
全社（共通）

統括業務

施設
1,849 923

－

(－)
29 － 2,802 3

エスケーアイ

岩村発電所

（岐阜県恵那市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 5,747 73,400

－

[12,703]
2,125 － 81,273 －

エスケーアイ

岡崎発電所

（愛知県岡崎市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 13,501 91,591

－

[16,000]
10,514 － 115,608 －

エスケーアイ

嵐山発電所

（埼玉県嵐山町）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 24,008 197,502

－

[38,440]
38,118 － 259,628 －

エスケーアイ

東員第１発電所

（三重県東員町）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 9,831 229,599

－

[14,140]
33,738 － 273,168 －

エスケーアイ

柘植発電所

（三重県伊賀市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 2,046 215,598

248,008

(26,586)
2,905 － 468,559 －

エスケーアイ

和歌山発電所

（和歌山県和歌山市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 322,447 2,870,869

1,661,166

(468,118)

[36,223]

121,544 － 4,976,027 －

エスケーアイ

新城発電所

（愛知県新城市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 1,679 89,367

122,971

(12,735)
9,528 － 223,546 －

エスケーアイ

東広島発電所

（広島県東広島市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 124,813 1,320,951

309,690

(179,809)
24,300 124,893 1,904,648 －

エスケーアイ

伊賀猪田発電所

（三重県伊賀市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 83,164 250,853

83,210

（60,769)
3,253 108,073 528,555 －

エスケーアイ

熊本八代発電所

（熊本県八代市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 12,730 224,680

50,669

（18,051)
3,797 124,794 416,673 －
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事業所名
（所在地）

セグメントの名
称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業
員数
（名）

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

その他 のれん 合計

エスケーアイ

熊本八代第２発電所

（熊本県八代市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 2,840 159,425

15,030

（9,785)
4,137 58,508 239,942 －

エスケーアイ

千葉香取発電所

（千葉県香取市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 450 272,669

95,980

（31,237)
3,566 67,502 440,169 －

エスケーアイ

茨城牛久発電所

（茨城県牛久市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 4,119 224,819

83,403

（34,049)
2,003 186,834 501,180 －

エスケーアイ

仙台青葉発電所

（宮城県仙台市）

再生可能

エネルギー事業
発電設備 4,700 212,630

151,683

（97,062)
3,785 165,393 538,193 －

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品並びに無形固定資産（のれんを除く）であり、建設仮勘定は含

めておりません。

２．賃借している土地及び土地利用権により利用している土地の面積は、[　]で記載しております。

 

 

(2）国内子会社

2025年９月30日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業
員数
（名）

建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
（面積㎡）

その他 のれん 合計

株式会社

エスケーアイ

ソフトバンク

ショップ　44店

舗

（名古屋市

千種区ほか）

移動体通信

機器販売

関連事業

販売設備 187,193 －
－

(－)
13,158 － 200,351 237

Ｙ!mobile

ショップ

５店舗（静岡県

静岡市ほか）

移動体通信

機器販売

関連事業

販売設備 338 －
－

（－)
143 － 481 16

株式会社

セントラル

パートナーズ

本社

(岐阜県大垣市)

保険代理店

事業

(保険分野)

統括業務施設

販売設備
4,305 －

－

(－)
1,069 － 5,375 41

東北支店

(青森県青森市)

保険代理店

事業

(保険分野)

販売設備 0 －
－

(－)
916 － 916 48

新潟支店

(新潟県新潟市)

保険代理店

事業

(保険分野)

販売設備 0 －
－

(－)
415 － 415 33

大阪支店

(大阪府大阪市)

保険代理店

事業

(保険分野)

販売設備 2,284 －
－

(－)
206 － 2,490 8

エスケーアイ

マネージメント

株式会社

葬儀会館

ティア西尾

(愛知県西尾市)

葬祭事業 葬祭ホール 69,226 752
－

[2,241]
1,909 － 71,887 3

葬儀会館

ティア東海名和

(愛知県東海市)

葬祭事業 葬祭ホール 83,724 0
163,168

(2,206)
793 － 247,687 5

葬儀会館

ティア知多

(愛知県知多市)

葬祭事業
統括業務施設

葬祭ホール
135,091 3,193

241,723

(2,151)
1,478 － 381,487 14
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会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業
員数
（名）

建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
（面積㎡）

その他 のれん 合計

エスケーアイ

マネージメント

株式会社

葬儀会館

ティア碧南

(愛知県碧南市)

葬祭事業 葬祭ホール 72,412 0
－

[2,588]
1,121 － 73,533 3

葬儀会館

ティア幸田

(愛知県額田郡)

葬祭事業 葬祭ホール 57,556 －
－

[2,774]
793 － 58,350 －

葬儀会館

ティア安城桜井

(愛知県安城市)

葬祭事業 葬祭ホール 2,731 －
121,185

（2,857)
793 － 124,710 2

葬儀会館

ティア東海中央

(愛知県東海市)

葬祭事業 葬祭ホール 50,678 －
－

[565]
472 － 51,151 1

エスケーアイ

開発株式会社

エスケーアイ

東員第２発電所

(三重県東員町)

再生可能

エネルギー

事業

発電設備 10,800 168,901
－

[12,212]
31,843 － 211,545 －

エスケーアイ

パーク法王町

(名古屋市千種区)

不動産

賃貸・管理

事業

統括業務施設

駐車場設備
38,288 －

－

[1,983]
6,440 － 44,729 －

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品並びに無形固定資産（のれんを除く）であり、建設仮勘定は含

めておりません。

２．賃借している土地及び土地利用権により利用している土地の面積は、[　]で記載しております。

 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　当連結会計年度末における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。

(1）重要な設備の新設等

会社名

事業所名
所在地

セグメント

の名称

設備の

内容

投資予定金額
資金調

達方法

着手及び完了予定年月 発電想

定規模

(MW)

総額

（百万円）

既支払額

（百万円）
着手 完了

当社

エスケーア

イ栃木佐野

発電所(仮)

栃木県

佐野市

再生可能

エネル

ギー事業

太陽光

発電所
674 600

自己

資金
2024.2 2025年内

DC2.64

AC1.99

 

(2）重要な設備の改修等

該当事項はありません。

 

(3）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（2025年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2025年12月18日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,956,500 10,956,500
東京証券取引所

スタンダード市場

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式であり、単元株

式数は100株であり

ます。

計 10,956,500 10,956,500 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　　第６回新株予約権（2022年11月11日取締役会）
 

決議年月日 2022年11月11日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社役員　　　　　　　　　　　２名

当社執行役員　　　　　　　　　２名

当社従業員　　　　　　　　　　７名

当社子会社の取締役及び従業員　20名

新株予約権の数（個）※ 201,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　201,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 575

新株予約権の行使期間※ 自　2024年11月29日　至　2029年11月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

 発行価格 　575

資本組入額　288

新株予約権の行使の条件※

　新株予約権者は権利行使の時点において当社又は

当社子会社の取締役、その他これに準ずる地位にあ

ることを要する。ただし、取締役会が正当な理由が

あると認めた場合はこの限りではない。

　その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権

割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項※
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役

会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ －

※当事業年度の末日（2025年９月30日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2025年11月30日）にお

いて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略し

ております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

（株）

発行済株式

総数残高

（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額

（千円）

資本準備金

残高

（千円）

2017年８月31日

（注）
100,000 10,956,500 18,055 747,419 18,055 684,918

（注）新株の発行（新株予約権の行使）による増加であります。
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（５）【所有者別状況】

       2025年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数　100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 3 15 31 13 6 2,844 2,912 －

所有株式数

　　（単元）
－ 1,986 1,386 39,845 1,440 24 64,826 109,507 5,800

所有株式数の

割合　（％）
－ 1.81 1.26 36.38 1.31 0.02 59.19 100.00 －

（注）１．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

２．自己株式3,441,049株は、「個人その他」に34,410単元、「単元未満株式の状況」に49株含めて記載しており

ます。

 

 

（６）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

㈱サンワ 岐阜県関市千疋705 3,400,000 45.24

アイデン㈱ 愛知県稲沢市祖父江町山崎塩屋１ 258,500 3.43

㈱サカイ 愛知県名古屋市千種区法王町２－２－103 236,000 3.14

酒井　俊光 愛知県名古屋市東区 230,000 3.06

榊原　康代 愛知県東海市 159,500 2.12

サカイホールディングス従業員

持株会
愛知県名古屋市中区千代田５－21－20 156,500 2.08

高橋　新 福岡県北九州市門司区 145,900 1.94

㈱あいち銀行 愛知県名古屋市中区栄３－14－12 114,400 1.52

INTERACTIVE BROKERS LLC

(常任代理人　インタラクティ

ブ・ブローカーズ証券株式会社)

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,

CONNECTICUT 06830 USA

(東京都千代田区霞が関３－２－５)

96,600 1.28

田川　正彦 愛知県名古屋市中川区 76,000 1.01

計 － 4,873,400 64.84
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己所有株式）

－ －
普通株式 3,441,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,509,700 75,097 －

単元未満株式 普通株式 5,800 － －

発行済株式総数  10,956,500 － －

総株主の議決権  － 75,097 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）含

まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が49株含まれております。

 

②【自己株式等】

    2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社サカイホール

ディングス

名古屋市中区

千代田五丁目

21番20号

3,441,000 － 3,441,000 31.40

計 － 3,441,000 － 3,441,000 31.40
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２【自己株式の取得等の状況】

　【株式の種類等】

 会社法第155条第３号、会社法第155条第７号及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2025年５月22日）での決議状況

（取得期間　2025年５月23日～2025年７月31日）

2,294,800

（上限）

881,203,200

（上限）

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 2,294,700 881,164,800

残存授権株式の総数及び価額の総額 100 38,400

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 0.0 0.0

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） 0.0 0.0

（注）2025年５月22日開催の取締役会において、当社普通株式につき公開買付けを行うことを決議いたしまし

た。

公開買付けの概要は以下のとおりです。

買付け等の期間　：2025年５月23日（金曜日）から2025年６月19日（木曜日）まで（20営業日）

買付け等の価格　：１株につき384円

買付予定数　　　：2,294,700株

決済の開始日　　：2025年７月11日（金曜日）

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式（注）１ 708 3,640

当期間における取得自己株式 － －

（注）１．当事業年度における取得自己株式の内訳は、単元未満株式の買取り（株式数８株、価額の総額

3,640円）及び譲渡制限付株式報酬対象者の退職に伴う無償取得（株式数700株）であります。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係

る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他(譲渡制限付株式報酬としての処分)

（注）２
39,767 17,895,150 － －

保有自己株式数 3,441,049 － 3,441,049 －

（注）１．当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2025年12月１日から有価証券報告書提出日ま

での取引は含まれておりません。

２．当事業年度における「その他（譲渡制限付株式報酬としての処分）」は、2024年12月27日開催の取締役会

決議に基づき実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
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３【配当政策】

　当社は、「株主に安定的な剰余金の配当を実施する事を経営の最重要課題の一つと考え、その為に財務体質を強

化すると共に株主に対する積極的な利益還元策を実施し、配当性向を30％以上とする」ことを基本方針としてお

り、毎期の業績を反映しつつ経営基盤の確立のための内部留保の充実、株主資本と収益環境の状況等を総合的に勘

案し、剰余金の配当を実施しております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回を基本とし、配当の決定機関は中間配当が取締役会、期末

配当が株主総会となっております。また、定款には「取締役会の決議により、毎年３月31日を基準日として、中間

配当を行うことができる」と定めております。

　このような方針に基づき、2025年９月期の利益配当につきましては、１株当たり26円（うち中間配当10円）を予

定しております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおり予定しております。

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

2025年５月14日
98,101 10.0

取締役会決議

2025年12月19日
120,247 16.0

定時株主総会決議（予定）
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、株主利益最大化を目的として、企業価値を高めると同時に、経営の効率性、経営の透明性を高めるこ

とをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。このため、企業倫理と法令遵守を徹底すると

ともに、内部統制システムの整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定を確保することが重要と考えており

ます。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　当社は監査役会設置会社であり、提出日（2025年12月18日）現在、取締役４名（うち社外取締役２名）、監査

役３名（うち社外監査役２名）を選任しております。

（取締役会）

　取締役会は、取締役４名（うち社外取締役２名）で構成されており、原則として月１回の定例取締役会を開

催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

　取締役会では、当社グループの経営上の重要事項にかかる意思決定と、業務執行の監督を行う場として、実

質的な議論が十分に確保できるような運営を行っております。また、当社の取締役４名の内２名は社内に常勤

しており、いかなる状況でも迅速かつ充分な審議が可能な体制としております。なお、取締役会にはすべての

監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。

　取締役会の活動状況としましては、原則月１回、当事業年度は計18回開催しており、個々の取締役の出席状

況については次のとおりであります。

氏　名 出席状況

朝田　康二郎 18回/18回

中野　喜夫 15回/15回

片山　義浩 17回/18回

秋葉　一行 15回/15回

鮑　俊 ３回/３回

（注）１．鮑俊氏は、2024年12月27日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任しております。

　　　２．中野喜夫氏は、2024年12月27日開催の定時株主総会にて選任され、就任しております。

　　　３．秋葉一行氏は、2024年12月27日開催の定時株主総会にて選任され、就任しております。

 

　取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会付議事項に該当する審議のほか、経営に関する重要

事項の決定や、業務執行の報告を実施しております。グループ各社・各事業本部の予算執行状況等について報

告を行い、現状と課題について議論を行っております。
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（監査役会）

　監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されており、毎月１回監査役会を開催して、業務監

査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。

　また、経営の意思決定機能を有する取締役会において取締役２名を社外取締役にすることに加え、監査役２

名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しており、経営監視機能の客観性、中立性が十分に確保さ

れているとの判断から、現状の体制を採用しております。

 

（グループ経営会議）

　グループ全体の経営に関わる事項、業務執行案件を協議・報告する機関としてグループ経営会議を設置して

おります。グループ経営会議は、当社及び子会社の常勤役員、各部門責任者等で構成されております。

 

（指名報酬諮問委員会）

　取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を図り、コー

ポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬諮問委員

会」を設置しております。委員は、取締役会の決議によって選任し、その半数以上は独立社外取締役または独

立社外監査役とします。また、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役または独立社外監査役の中か

ら選任します。

 

（コンプライアンス・リスク管理委員会）

　グループのコンプライアンス、リスク管理に関する事項について協議、報告する機関としてコンプライアン

ス・リスク管理委員会を設置しております。チーフ・コンプライアンス・オフィサー、内部監査部責任者、経

営企画部責任者、常勤監査役及びグループ各社のコンプライアンス責任者等で構成されております。また、

チーフ・コンプライアンス・オフィサーが委員長となっております。
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　2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は議長、委

員長を表す。）

役職名 氏名 取締役会 監査役会
グループ

経営会議

指名報酬

諮問委員会

コンプライア

ンス・リスク

管理委員会

代表取締役社長 朝田　康二郎 ◎  ◎   

取締役 中野　喜夫 ○  ○ ○  

社外取締役 片山　義浩 ○   ◎  

社外取締役 秋葉　一行 ○     

監査役 内田　守彦 ○ ◎ ○  ○

社外監査役 後藤　康史 ○ ○  ○  

社外監査役 伊東　祐介 ○ ○    

 

　2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を上程してお

り、当該決議が承認可決されますと、機関ごとの構成員は次のとおりとなる予定です。（◎は議長、委員長を表

す。）

役職名 氏名 取締役会 監査役会
グループ

経営会議

指名報酬

諮問委員会

コンプライア

ンス・リスク

管理委員会

代表取締役社長 朝田　康二郎 ◎  ◎   

取締役 渕上　真孝 ○  ○ ○  

社外取締役 片山　義浩 ○   ◎  

社外取締役 秋葉　一行 ○     

監査役 内田　守彦 ○ ◎ ○  ○

社外監査役 後藤　康史 ○ ○  ○  

社外監査役 伊東　祐介 ○ ○    
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　なお、これらの模式図は次のとおりであります。

 

コーポレート・ガバナンス体制に関する組織図

 
※　当社は2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を上程
しており、当該決議が承認可決されますと、当社の取締役は４名（うち社外取締役２名）、監査役３名（う
ち社外監査役２名）となります。詳細につきましては、後記「（２）役員の状況」をご確認ください。
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③　企業統治に関するその他の事項

（内部統制に関する基本的な考え方）

　当社グループは、「時代のニーズに先駆けて常に挑戦し、未来志向の価値創出と、持続可能な事業・社会を実

現する」という基本精神のもと、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、適法・適正かつ効率的な事業活

動を遂行するため、会社法および会社法施行規則に基づき、内部統制システムの構築、運用を行っております。

 

（内部統制に関する整備状況）

(a）取締役・従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・取締役会は、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の整備を決定します。

・取締役会は、取締役会規程を定め、重要事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督します。

・コンプライアンス規程を定めるとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会を設け、当社グループのコ

ンプライアンス体制を確保します。

・コンプライアンス窓口を設置し、問題の早期発見、是正に努めます。

(b）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行状況を確認できるよう、文書管理規程を定め、議事録、稟議書、契約書等を適切に保

存、管理しております。

(c）損失の危機の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理規程を定め、リスク管理に関わる責任体制を整備するとともに、コンプライアンス・リスク管理

委員会により、当社グループのリスクの把握、評価並びに対応策の検討を行い、リスクの低減を図っており

ます。

(d）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会で定められた基本方針に基づき、グループ全体の経営に関わる重要な事項、業務執行案件を協議、

報告する機関として、当社及び子会社の常勤役員、各部門責任者等で構成されるグループ経営会議を設置

し、運営しております。

(e）当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制

・当社取締役会において、グループ各社の重要事項の承認を行うとともに、子会社管理規程を定め、グループ

各社の管理を行っております。

・内部監査担当部門は、コンプライアンスの状況やグループ各社の業務活動の適正等を計画的に監査します。

(f）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制

・監査役の職務を補助すべき部署として内部監査部を設置し、使用人を１名以上配置することとしておりま

す。当該使用人は、監査役の指揮命令のもと監査役の職務を補助します。

(g）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要としております。また、

監査役の職務を補助すべき使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂

行し、その評価については監査役の意見を聴取するものとしております。

(h）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役に関する体制

・当社グループの取締役及び従業員は、主要な業務執行状況について、定期的に監査役に報告します。

(i）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し、また、稟議書及び議事録等の閲覧により、

必要な情報の提供を受けております。

(j）会社の適時開示に係る体制

・各会議体での決定事項ならびに発生した重要情報は、業務分掌に応じて当該重要情報の主管部門（情報主管

部門）の責任者が速やかに情報開示担当部署に報告します。

・報告を受けた情報開示担当部署の責任者は、情報管理を徹底するとともに、情報取扱責任者に報告し、その

情報の適時開示の必要性を判断し、該当するものは開示を行います。

 

（リスク管理体制の整備の状況）

　当社のリスク管理体制は、発生リスクの軽減と発生後の迅速な対応を基本とし、そのための組織体制の整備に

ついてグループ経営会議で継続的に打ち合わせを行っております。なお、法的な問題やコンプライアンスに関す

る事項は、弁護士に適宜相談しております。また、税務上や労務管理上の問題は顧問契約を締結した税理士法人

や社会保険労務士に相談しております。さらには、リスク管理体制整備のための各種社内ルールをミーティング

や社内通知を通して従業員へフィードバックし、各種法令の遵守、問題発生時の報告と対処方法などの周知徹底

に努めております。

 

（責任限定契約の内容の概要）

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役の
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両人とも100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が定める額のいずれか高い額になります。なお、当該

責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で

かつ重大な過失がないときに限られます。

 

（役員等賠償責任保険契約の内容の概要）

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者

（当社及び子会社の取締役・監査役）が負担することになる、職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求

にされた場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。

 

（取締役の定数）

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

（取締役の選任の決議要件）

　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

 

（株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項）

(1) 中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により中間配当を実施することができる

旨を定款に定めております。

(2) 自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取

得することができる旨を定款に定めております。これは機動的な資本政策を可能とすることを目的とするも

のであります。

(3) 取締役及び監査役の責任免除

　当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるよう、また社内外を問わず広く適任者を

得られるよう、2013年12月12日開催の定時株主総会決議にて次のとおり定款変更を行いました。

１．取締役の損害賠償責任の一部免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２．監査役の損害賠償責任の一部免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

 

（株主総会の特別決議要件）

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めてお

ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと

を目的とするものであります。

 

（株式会社の支配に関する基本方針）

　当社は、当社株式の大規模買付行為（いわゆる敵対的ＴＯＢ）に関する対応策は導入しておらず、当社は財務

及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての定めに関する事項（会社法施行規則第

118条第３項に掲げる事項）について該当事項はありません。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

１．2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性7名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役社長 朝田　康二郎 1979年７月15日生

2003年４月 野村證券株式会社入社

2010年４月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券株式会社入社

2013年３月

2018年11月

クレディ・スイス証券株式会社入社

株式会社ファイナンシャルファーム取締役（現

任）

2019年１月 株式会社ミツワ入社（現職）

2019年２月 ブルーモーニングフィナンシャル株式会社

代表取締役

2021年１月

2022年３月

刀パートナーズ株式会社代表取締役

株式会社小牧ハイウェイ企画駐車場開発監査役

2022年12月 刀パートナーズ株式会社取締役（現任）

当社代表取締役社長（現任）

株式会社エスケーアイ代表取締役社長

株式会社セントラルパートナーズ代表取締役

会長

エスケーアイマネージメント株式会社取締役

エスケーアイ開発株式会社代表取締役社長

2023年12月

 
 
2024年９月

株式会社エスケーアイ取締役会長（現任）

株式会社セントラルパートナーズ取締役会長

（現任）

エスケーアイマネージメント株式会社取締役会

長（現任）
　

注３ 35,559

取締役 中野　喜夫 1964年11月13日生

1988年４月 株式会社木曽路入社

1999年６月 株式会社木曽路情報システム部係長

2002年１月 株式会社木曽路企画部係長

2003年１月 株式会社木曽路人事部マネジャー

2019年10月 株式会社木曽路人事部長兼人材開発部長

2021年８月 株式会社木曽路人事本部長兼人事部長

2022年11月 当社人財戦略部長

2023年６月 エスケーアイマネージメント株式会社代表取締

役社長

2024年９月

 
 
2024年10月

2024年12月

2025年１月

2025年11月

株式会社エスケーアイ取締役（現任）

エスケーアイマネージメント株式会社取締役

（現任）

当社執行役員人財戦略部長

当社取締役執行役員人財戦略部長

当社取締役執行役員人財戦略部長兼総務部長

当社取締役執行役員（現任）
　

注３ 2,667

取締役 片山　義浩 1979年８月29日生

2003年４月 アスカ株式会社入社

2008年４月 アスカ株式会社自動車部品事業部営業部長

2011年２月 アスカ株式会社取締役自動車部品事業部

営業部長

2012年３月 アスカ株式会社取締役自動車部品事業部

幸田工場長

2013年９月 アスカ株式会社取締役自動車部品事業部

営業部長

2015年２月 アスカ株式会社常務取締役総務・経理・経営

管理担当

2016年２月 アスカ株式会社常務取締役総務・経理・経営

管理・開発本部担当

2018年３月 アスカ株式会社常務取締役管理本部長

2018年10月 株式会社ジャスティス代表取締役

2022年12月

2023年２月

 
2025年２月

当社社外取締役（現任）

アスカ株式会社常務取締役制御システム事業部

長

アスカ株式会社常務取締役ロボットシステム事

業部長（現任）
　

注３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 秋葉　一行 1982年10月29日生

2010年12月 弁護士登録

北薗法律事務所入所

2012年10月 三重県信用農業協同組合連合会出向

2016年７月 名古屋国税不服審判所国税審判官

2020年４月 秋葉法律会計経営事務所所長（現任）

2020年７月

2024年12月

公認会計士登録

当社社外取締役（現任）
　

注３ －

監査役

（常勤）
内田　守彦 1959年11月３日生

1983年４月 株式会社セントラルファイナンス入社

1993年10月 株式会社セントラルファイナンス木更津支店長

1999年10月 株式会社セントラルファイナンス春日井支店長

2001年10月 株式会社セントラルファイナンス東京企画部次

長

2009年４月 株式会社セディナ法人保険営業部長

2009年８月 株式会社セディナ経営企画部グループ事業管理

部長

2013年11月 株式会社セディナ総務部長

2019年４月 株式会社セディナ経営企画部長

2019年10月 SMBCファイナンスサービス株式会社エリアサ

ポート部上席調査役

2023年６月 当社経営企画部長

2023年12月 当社監査役（現任）

　

注４ －

監査役 後藤　康史 1961年２月14日生

1987年４月 税理士登録

1991年３月 後藤会計事務所開業（現任）

1996年４月 愛知学泉大学経営学部簿記会計学非常勤講師

1999年４月 愛知学泉大学経営学部税法非常勤講師

2013年12月 株式会社セントラルパートナーズ監査役

2016年12月 当社社外監査役（現任）

2022年４月 株式会社エスケーアイ監査役
　

注５ －

監査役 伊東　祐介 1982年３月21日生

2005年４月 株式会社NTTドコモ九州入社

2013年12月 弁護士登録

2014年１月 鳥飼総合法律事務所入所

2015年９月 株式会社日本政策投資銀行出向

2017年１月 株式会社東京証券取引所入社

2021年７月 鳥飼総合法律事務所復帰

2023年４月 法律事務所ＺｅＬｏＩＰＯ部門責任者（現任）

 株式会社グッドニュース社外監査役（現任）

2023年５月 当社社外監査役（現任）

2023年７月 株式会社リオ・ホールディングス社外取締役

（現任）

2023年10月 株式会社デベロップ社外取締役（現任）

　

注５ －

計 38,226

（注）１．取締役片山義浩及び秋葉一行は社外取締役であります。

２．監査役後藤康史及び伊東祐介は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
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２．2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を上程してお

り、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

男性7名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役社長 朝田　康二郎 1979年７月15日生

2003年４月 野村證券株式会社入社

2010年４月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券株式会社入社

2013年３月

2018年11月

クレディ・スイス証券株式会社入社

株式会社ファイナンシャルファーム取締役（現

任）

2019年１月 株式会社ミツワ入社（現職）

2019年２月 ブルーモーニングフィナンシャル株式会社

代表取締役

2021年１月

2022年３月

刀パートナーズ株式会社代表取締役

株式会社小牧ハイウェイ企画駐車場開発監査役

2022年12月 刀パートナーズ株式会社取締役（現任）

当社代表取締役社長（現任）

株式会社エスケーアイ代表取締役社長

株式会社セントラルパートナーズ代表取締役

会長

エスケーアイマネージメント株式会社取締役

エスケーアイ開発株式会社代表取締役社長

2023年12月

 
 
2024年９月

株式会社エスケーアイ取締役会長（現任）

株式会社セントラルパートナーズ取締役会長

（現任）

エスケーアイマネージメント株式会社取締役会

長（現任）
　

注３ 35,559

取締役 渕上　真孝 1964年２月12日生

1982年３月 株式会社名古屋三越入社

2005年８月 東建コーポレーション株式会社入社

財務経理部課長

2009年４月 モリリン株式会社入社

2015年３月 モリリン株式会社財務部課長

2016年３月 モリリン株式会社財務部部長代理

2019年３月 モリリン株式会社財務部長

2024年８月 当社入社　経理部次長

2024年９月

2025年12月

当社経理部長（現任）

当社取締役（就任予定）
　

注３ 700

取締役 片山　義浩 1979年８月29日生

2003年４月 アスカ株式会社入社

2008年４月 アスカ株式会社自動車部品事業部営業部長

2011年２月 アスカ株式会社取締役自動車部品事業部

営業部長

2012年３月 アスカ株式会社取締役自動車部品事業部

幸田工場長

2013年９月 アスカ株式会社取締役自動車部品事業部

営業部長

2015年２月 アスカ株式会社常務取締役総務・経理・経営

管理担当

2016年２月 アスカ株式会社常務取締役総務・経理・経営

管理・開発本部担当

2018年３月 アスカ株式会社常務取締役管理本部長

2018年10月 株式会社ジャスティス代表取締役

2022年12月

2023年２月

 
2025年２月

当社社外取締役（現任）

アスカ株式会社常務取締役制御システム事業部

長

アスカ株式会社常務取締役ロボットシステム事

業部長（現任）
　

注３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 秋葉　一行 1982年10月29日生

2010年12月 弁護士登録

北薗法律事務所入所

2012年10月 三重県信用農業協同組合連合会出向

2016年７月 名古屋国税不服審判所国税審判官

2020年４月 秋葉法律会計経営事務所所長（現任）

2020年７月

2024年12月

公認会計士登録

当社社外取締役（現任）
　

注３ －

監査役

（常勤）
内田　守彦 1959年11月３日生

1983年４月 株式会社セントラルファイナンス入社

1993年10月 株式会社セントラルファイナンス木更津支店長

1999年10月 株式会社セントラルファイナンス春日井支店長

2001年10月 株式会社セントラルファイナンス東京企画部次

長

2009年４月 株式会社セディナ法人保険営業部長

2009年８月 株式会社セディナ経営企画部グループ事業管理

部長

2013年11月 株式会社セディナ総務部長

2019年４月 株式会社セディナ経営企画部長

2019年10月 SMBCファイナンスサービス株式会社エリアサ

ポート部上席調査役

2023年６月 当社経営企画部長

2023年12月 当社監査役（現任）

　

注４ －

監査役 後藤　康史 1961年２月14日生

1987年４月 税理士登録

1991年３月 後藤会計事務所開業（現任）

1996年４月 愛知学泉大学経営学部簿記会計学非常勤講師

1999年４月 愛知学泉大学経営学部税法非常勤講師

2013年12月 株式会社セントラルパートナーズ監査役

2016年12月 当社社外監査役（現任）

2022年４月 株式会社エスケーアイ監査役
　

注５ －

監査役 伊東　祐介 1982年３月21日生

2005年４月 株式会社NTTドコモ九州入社

2013年12月 弁護士登録

2014年１月 鳥飼総合法律事務所入所

2015年９月 株式会社日本政策投資銀行出向

2017年１月 株式会社東京証券取引所入社

2021年７月 鳥飼総合法律事務所復帰

2023年４月 法律事務所ＺｅＬｏＩＰＯ部門責任者（現任）

 株式会社グッドニュース社外監査役（現任）

2023年５月 当社社外監査役（現任）

2023年７月 株式会社リオ・ホールディングス社外取締役

（現任）

2023年10月 株式会社デベロップ社外取締役（現任）

　

注５ －

計 36,259

（注）１．取締役片山義浩及び秋葉一行は社外取締役であります。

２．監査役後藤康史及び伊東祐介は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
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②　社外役員の状況

　当社取締役４名のうち、社外取締役は２名であります。当社と社外取締役の間には、特別の利害関係はありま

せん。社外取締役片山義浩氏はアスカ株式会社常務取締役ロボットシステム事業部長を兼務しており、社外取締

役秋葉一行氏は秋葉法律会計経営事務所を兼務しておりますが、当社と当該会社との間には特別な利害関係はあ

りません。

　社外取締役である片山義浩氏は、企業経営における幅広い識見を生かして、的確な意見を述べるなど経営全般

に対する提言を適切に行っていただいていることから、社外取締役として選任しております。社外取締役である

秋葉一行氏は、弁護士および公認会計士としての専門的見地と豊富な識見を有し、かつ、当社の業務執行を行う

経営陣から独立した客観的な立場にありますので、当社の経営全般に的確な意見をいただけるものと判断し、社

外取締役として選任しております。両氏は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相

反が生じる恐れはなく、当社の独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を

述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。

　当社監査役３名のうち、社外監査役は２名であります。当社と社外監査役の間には、特別の利害関係はありま

せん。また、社外監査役である後藤康史氏は、税理士としての専門的見地と豊富な識見を活かして、幅広い見地

から当社の経営全般に的確な意見と広範かつ高度な視野で監査を行っていただいていることから、社外監査役に

選任しております。社外監査役である伊東祐介氏は、弁護士の経験に基づく、専門的見地と豊富な識見から適切

な監査を行っていただいていることから、社外監査役に選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの

独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、当社の社外監査役として適任と判断しており

ます。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査部と連携しリスク管理体制の構築に努め

ております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかってお

ります。

　なお、当社は社外取締役及び社外監査役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引

所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

　社外取締役及び社外監査役は、内部監査計画及びその結果、監査役監査計画及びその結果、会計監査結果、な

らびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査

役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

　有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は３名のうち２名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に

対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、見識及び倫理観を有

している者を選任しております。各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従

い、取締役の職務の執行を監査しております。なお監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況に

ついて報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。監査役及び会計監査人は、各々の監査計

画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、

監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

　監査役会の活動状況としましては、原則月１回、当事業年度は計21回開催しており、個々の監査役の出席状

況については次のとおりであります。

氏　名 出席状況

内田　守彦 21回/21回

後藤　康史 21回/21回

伊東　祐介 21回/21回

 

　監査役会における具体的な検討事項として、監査の方針、監査計画、訴訟に関連する事項、内部統制システ

ムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細の適法性、会計監査人の監査方法及

び監査結果の相当性などであります。

　また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議への出席や社員へのヒアリング、会計監査人との意見交

換等により、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜

監視をしております。なお、定例の監査役会において、社外監査役に対して情報の共有を行っております。

　なお、社外監査役の後藤康史氏は、税理士としての専門的知識、幅広い見識、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有しております。

　また、社外監査役の伊東祐介氏は、弁護士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。

 

②　内部監査の状況

　内部監査につきましては、内部監査部を設置し、全グループを対象にリスクアプローチに基づいて内部監査

を実施しております。また、監査役、会計監査人と定期的に監査計画、監査結果等の情報交換を行っておりま

す。

　内部監査の実効性を確保するための取組みとしましては、監査結果を代表取締役社長のみならず取締役会並

びに監査役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門との円滑なコミュニケーションを通じた監査に取

組み、必要に応じて監査指摘事項等を発出し改善提言を行い、当社グループの内部統制の充実を図っておりま

す。

 

③　会計監査の状況

イ．監査法人の名称

有限責任中部総合監査法人

 

ロ．継続監査期間

３年間

 

ハ．業務を執行した公認会計士

早稲田　智大、堀江　将仁

 

ニ．監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士４名、その他２名であります。

 

 

EDINET提出書類

株式会社サカイホールディングス(E05181)

有価証券報告書

 49/129



ホ．会計監査人の選定方針と理由

　当社は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制、さらに当社グループの事業へ

の理解度が十分であることを会計監査人の選定方針としており、これらの事項を総合的に勘案し検討した結

果、有限責任中部総合監査法人を会計監査人として選定しております。

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合に会計監査

人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第

１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任しま

す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びそ

の理由を報告します。

 

ヘ．監査役及び監査役会による会計監査人の評価

　監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性、監査結果の

相当性や監査報酬の水準等を勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断し

ており、会計監査人による会計監査は適正に行われていると評価しております。

 

④　監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

提出会社 61,000 － 28,000 －

連結子会社 － － － －

計 61,000 － 28,000 －

（注）前連結会計年度における上記の報酬には、金融商品取引法に基づく訂正報告書に関する財務諸表等の監査に係る報

酬33,000千円を含んでおります。

 

ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（イ．を除く）

　該当事項はありません。

 

ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

ニ．監査報酬の決定方針

　当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等により提示される監査

計画の内容をもとに、当社の規模、業務の特性、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、会社法第399条

に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。

 

ホ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監

査人の報酬等について同意の判断をしております。
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（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会における決定のもと、以下のと

おりであります。

当社の取締役報酬は固定報酬と業績連動報酬で構成されており、固定報酬は月例の固定金銭報酬、業績連動

報酬は譲渡制限付株式報酬としております。2023年12月21日開催の第33回定時株主総会において譲渡制限付株

式報酬制度の導入及び報酬として割り当てられる当社普通株式総数の上限を決議しております。なお、社外取

締役、監査役には業績連動報酬の支給はありません。

当社は、取締役等の指名や報酬等に関する評価、決定プロセスにおける、公平性、客観性、透明性の強化を

図り、コーポレートガバナンス体制をより充実させるため、取締役、社外取締役及び社外監査役で構成される

「指名報酬諮問委員会」を設置しております。委員長は社外取締役が務めております。

「指名報酬諮問委員会」は取締役会の諮問に応じ、取締役の報酬に関する事項について審議し答申を行いま

す。取締役会は「指名報酬諮問委員会」の審議・答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬を決議しております。

取締役会は「指名報酬諮問委員会」が客観性、妥当性ある検討を行っていると判断しております。

当該事業年度における報酬の額は、2024年12月27日開催の取締役会において上記の方針に基づき審議の上、

決議しました。

監査役の報酬の額については、固定報酬で構成されており、株主総会で決議された報酬の総額の範囲内にお

いて、監査役会が決定することとしており、個々の職責や貢献、会社の業績等を勘案して各人別の報酬額を監

査役の協議により決定しております。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）基本報酬
譲渡制限付株式報

酬

取締役 48,078 43,131 4,947 5

（うち社外取締役） (8,400) (8,400) (－) (3)

監査役 17,790 17,790 － 3

（うち社外監査役） (9,000) (9,000) (－) (2)

合計 65,868 60,921 4,947 8

（うち社外役員） (17,400) (17,400) (－) (5)

（注）1．取締役の報酬額は、2020年12月25日開催の第30回定時株主総会において年額350,000千円以内

（うち社外取締役年額70,000千円以内）と決議しております。

当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち社外取締役は３名）です。

上記の報酬とは別枠で、2023年５月31日開催の臨時株主総会において、ストックオプションと

して発行する新株予約権として、新株予約権の数の上限を年305,000個、新株予約権の目的とな

る株式の数の上限を年305,000株と決議しております（ただし、2024年５月30日開催の取締役会

において、当該新株予約権の発行を中止することを決議しております。）。

当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名（うち社外取締役は２名）です。

加えて、2023年12月21日開催の第33回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額として

年額50,000千円以内、株式数の上限を年50,000株以内（社外取締役は付与対象外）と決議してお

ります。

当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名（うち社外取締役は２名）です。

監査役の報酬額は、2020年12月25日開催の第30回定時株主総会において年額50,000千円以内と

決議しております。

当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

2．上記には、当社の連結子会社からの報酬等は含んでおりません。

3．2023年12月21日開催の第33回定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議して

おります。当事業年度末現在における今後の打切り支給予定額は、以下のとおりです。なお、支

給時期は各役員の退任時としております。

　　取締役２名　　6,050千円

 

③　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株

式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式

とし、社内規程に則り、余剰資金は、元本保証あるいはそれに準ずる安全性が確保されている方法に限定し、リス

クのある投資運用は行わないこととしております。それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式に

区分しております。さらに、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に関して、個別に、保有を継続する

ことが企業価値の向上の観点から正当化されるか否かについて取締役会において毎年評価を行います。

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

　当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有する場合には、取引関係の維持・発展、業務

提携など事業展開等の便益、保有に伴うリスク及び当社の資本コスト等を総合的に勘案し、個別銘柄毎に取締役

会等にて保有の合理性を検証し、保有の妥当性が認められない場合には、取引先企業の十分な理解を得た上で、

売却を進めます。また、妥当性が認められる場合にも、残高縮減の基本方針に則し、市場環境や経営・財務戦略

等を考慮し、売却することがあります。

　個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、継続的に保有先企業との取引

状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績の状況についてモニタリングを実施するとともに、株価・時価総額

の推移、受取配当額・配当利回り及びＲＯＥの推移や、成長性、収益性、取引関係強化等の保有意義及び経済合

理性（リスク・リターン）を検討し、保有の継続の可否について定期的に検討を行っております。

　なお、当事業年度における検証の結果、すべての保有株式について保有の妥当性があることを確認しておりま

す。

　また、議決権の行使は、当社の保有目的との合致及び発行会社の企業価値向上への寄与を総合的に判断し行っ

ております。

 

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 7 266,744

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式

（注）
1 －

（注）保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した銘柄については、銘柄数のみ記載しております。
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

㈱りそなホールディ

ングス

60,000 60,000
（保有目的）メインバンクとして資金調

達など金融取引の円滑化及び緊密な信頼

関係を維持するため

（定量的な保有効果）（注）

無

90,630 59,856

㈱あいちフィナン

シャルグループ

23,643 23,643
（保有目的）地元の地銀グループとして

資金調達など金融取引の円滑化及び取引

関係の維持・強化のため

（定量的な保有効果）（注）

有

73,884 55,702

㈱みずほフィナン

シャルグループ

10,000 10,000 （保有目的）資金調達など金融取引の円

滑化及び取引関係の維持・強化のため

（定量的な保有効果）（注）

無

49,880 29,360

ソフトバンク㈱

140,000 14,000
（保有目的）取引関係等の維持発展及び

業界動向等の情報収集のため

（定量的な保有効果）（注）

（業務提携等の概要）連結子会社（㈱エ

スケーアイ）における主要仕入先

無

30,478 26,208

㈱十六フィナンシャ

ルグループ

2,000 2,000 （保有目的）資金調達など金融取引の円

滑化及び取引関係の維持・強化のため

（定量的な保有効果）（注）

無
11,040 7,900

㈱ベルパーク
3,000 3,000 （保有目的）業界動向及び競合他社の情

報収集のため

（定量的な保有効果）（注）

無

8,328 5,100

㈱トーシンホール

ディングス

4,000 4,000 （保有目的）業界動向及び競合他社の情

報収集のため

（定量的な保有効果）（注）

有
2,504 2,760

㈱三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グ

ループ

－ 91,780
金融取引の円滑化及び国内外の情報収集

のために保有しておりましたが、当事業

年度中に純投資目的に変更しておりま

す。

無

－ 133,402

（注）定量的な保有効果につきましては、秘密保持の観点から記載しておりません。なお、継続保有の適否に関しまして

は、取締役会において検証しております。保有の合理性を検証した方法につきましては、「a．保有方針及び保有

の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」をご参照くださ

い。
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③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 － － － －

非上場株式以外の株式 － － 1 437

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（千円）

売却損益の
合計額（千円）

評価損益の
合計額（千円）

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 5,873 185,106 －

 

④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（千円）

－ － －

 

⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更

したもの

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上
額（千円）

変更した事業年度
変更の理由及び変更後の保有又は売却

に関する方針

㈱三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グループ
－ － 2025年９月期

（変更の理由）

同社の株式は、金融取引の円滑化及び

国内外の情報収集のために保有してお

りましたが、事業上の関係性等を総合

的に勘案し、その保有意義が薄れたも

のと判断されるため、保有目的を純投

資目的に変更しております。

（変更後の保有又は売却に関する方針)

同社の株式は、当事業年度においてす

べて売却しております。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1） 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号）に基づいて作成しております。

(2） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2024年10月１日から2025年９月30

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2024年10月１日から2025年９月30日まで）の財務諸表について、有限責

任中部総合監査法人による監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には会計基準等の変

更等を適時・適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、社外の研修等により最新の情報収

集を行うほか、有価証券報告書等作成ソフトウェア提供会社等からも資料入手等の情報収集を行い、社内で分

析・検討を行っております。

 

EDINET提出書類

株式会社サカイホールディングス(E05181)

有価証券報告書

 55/129



１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,797,866 2,859,201

売掛金及び契約資産 ※１,※２ 1,688,139 ※１,※２ 1,770,884

商品 673,716 716,747

その他 304,612 290,368

貸倒引当金 △8,887 △8,487

流動資産合計 5,455,447 5,628,714

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※２ 1,646,165 ※２ 1,508,104

機械装置及び運搬具（純額） ※２ 7,370,026 ※２ 6,627,231

土地 ※２ 3,708,705 ※２ 3,722,878

建設仮勘定 529,375 549,963

その他（純額） ※２ 41,330 ※２ 42,029

有形固定資産合計 ※６ 13,295,602 ※６ 12,450,208

無形固定資産   

のれん 908,451 836,000

その他 ※２ 342,497 ※２ 303,146

無形固定資産合計 1,250,949 1,139,146

投資その他の資産   

投資有価証券 334,556 280,574

繰延税金資産 252,492 280,300

差入保証金 302,759 326,561

その他 237,226 294,270

投資その他の資産合計 1,127,033 1,181,707

固定資産合計 15,673,585 14,771,062

資産合計 21,129,032 20,399,776
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度
(2024年９月30日)

当連結会計年度
(2025年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 909,548 960,863

短期借入金 ※２,※３ 3,220,000 ※２,※３ 3,800,000

１年内償還予定の社債 45,000 －

１年内返済予定の長期借入金 ※２,※４,※５ 1,405,070 ※２,※４,※５ 1,304,184

未払金 278,174 355,298

未払法人税等 261,165 241,059

返金負債 112,724 130,112

賞与引当金 128,408 131,443

その他 ※７ 483,005 ※７ 513,274

流動負債合計 6,843,098 7,436,235

固定負債   

長期借入金 ※２,※４,※５ 9,028,699 ※２,※４,※５ 7,724,515

繰延税金負債 － 8,424

退職給付に係る負債 181,277 200,492

資産除去債務 297,607 307,544

その他 42,203 42,144

固定負債合計 9,549,787 8,283,120

負債合計 16,392,885 15,719,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 747,419 747,419

資本剰余金 684,918 684,918

利益剰余金 4,086,897 4,822,136

自己株式 △1,048,233 △1,894,867

株主資本合計 4,471,001 4,359,607

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 153,528 139,319

繰延ヘッジ損益 24,827 75,876

退職給付に係る調整累計額 △1,004 △2,954

その他の包括利益累計額合計 177,351 212,240

新株予約権 22,304 23,273

非支配株主持分 65,489 85,298

純資産合計 4,736,146 4,680,419

負債純資産合計 21,129,032 20,399,776
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 ※１ 15,484,837 ※１ 17,017,023

売上原価 ※２ 9,846,768 ※２ 10,614,913

売上総利益 5,638,068 6,402,109

販売費及び一般管理費 ※３ 4,231,786 ※３ 4,936,580

営業利益 1,406,282 1,465,529

営業外収益   

受取利息及び配当金 35,376 22,178

受取家賃 8,373 14,320

営業支援金収入 4,238 4,023

物品売却益 9,295 10,813

受取保険金 17,641 1,669

保険解約返戻金 19,098 －

その他 18,214 17,986

営業外収益合計 112,237 70,991

営業外費用   

支払利息 148,682 171,849

融資手数料 34,444 31,004

その他 12,771 1,554

営業外費用合計 195,899 204,409

経常利益 1,322,620 1,332,112

特別利益   

固定資産売却益 ※４ 19,613 ※４ 2,257

投資有価証券売却益 509,221 185,106

受取保険金 14,939 －

役員退職慰労引当金戻入額 59,310 －

その他 4,870 893

特別利益合計 607,956 188,257

特別損失   

固定資産除却損 ※５ 5,537 ※５ 106

投資有価証券評価損 741 －

ゴルフ会員権売却損 845 －

決算訂正関連費用 ※６ 40,341 －

課徴金 30,000 －

減損損失 ※７ 34,759 ※７ 49,644

損害賠償金 － 21,342

和解金 － 24,730

その他 317 －

特別損失合計 112,542 95,824

税金等調整前当期純利益 1,818,033 1,424,545

法人税、住民税及び事業税 439,214 454,517

法人税等調整額 26,226 △36,871

法人税等合計 465,440 417,646

当期純利益 1,352,593 1,006,899

非支配株主に帰属する当期純利益 30,425 19,808

親会社株主に帰属する当期純利益 1,322,167 987,090
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

当期純利益 1,352,593 1,006,899

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △358,224 △14,209

繰延ヘッジ損益 11,818 51,048

退職給付に係る調整額 △1,004 △1,950

その他の包括利益合計 ※１ △347,410 ※１ 34,889

包括利益 1,005,182 1,041,788

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 974,757 1,021,980

非支配株主に係る包括利益 30,425 19,808
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

    (単位：千円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 747,419 684,918 3,035,781 △768,713 3,699,405

当期変動額      

剰余金の配当   △259,068  △259,068

親会社株主に帰属する
当期純利益   1,322,167  1,322,167

自己株式の取得    △299,998 △299,998

自己株式の処分  △11,983  20,478 8,495

自己株式処分差損の振替  11,983 △11,983  －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 1,051,115 △279,520 771,595

当期末残高 747,419 684,918 4,086,897 △1,048,233 4,471,001

 

     

 その他の包括利益累計額

 
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
退職給付に係る調
整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 511,752 13,008 － 524,761

当期変動額     

剰余金の配当     

親会社株主に帰属する
当期純利益     

自己株式の取得     

自己株式の処分     

自己株式処分差損の振替     

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△358,224 11,818 △1,004 △347,410

当期変動額合計 △358,224 11,818 △1,004 △347,410

当期末残高 153,528 24,827 △1,004 177,351

 

    

 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 15,655 35,064 4,274,886

当期変動額    

剰余金の配当   △259,068

親会社株主に帰属する
当期純利益   1,322,167

自己株式の取得   △299,998

自己株式の処分   8,495

自己株式処分差損の振替   －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

6,648 30,425 △310,336

当期変動額合計 6,648 30,425 461,259

当期末残高 22,304 65,489 4,736,146
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当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

    (単位：千円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 747,419 684,918 4,086,897 △1,048,233 4,471,001

当期変動額      

剰余金の配当   △234,896  △234,896

親会社株主に帰属する
当期純利益   987,090  987,090

自己株式の取得    △881,168 △881,168

自己株式の処分  △16,955  34,535 17,580

自己株式処分差損の振替  16,955 △16,955  －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 735,239 △846,633 △111,394

当期末残高 747,419 684,918 4,822,136 △1,894,867 4,359,607

 

     

 その他の包括利益累計額

 
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
退職給付に係る調
整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 153,528 24,827 △1,004 177,351

当期変動額     

剰余金の配当     

親会社株主に帰属する
当期純利益     

自己株式の取得     

自己株式の処分     

自己株式処分差損の振替     

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△14,209 51,048 △1,950 34,889

当期変動額合計 △14,209 51,048 △1,950 34,889

当期末残高 139,319 75,876 △2,954 212,240

 

    

 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 22,304 65,489 4,736,146

当期変動額    

剰余金の配当   △234,896

親会社株主に帰属する
当期純利益   987,090

自己株式の取得   △881,168

自己株式の処分   17,580

自己株式処分差損の振替   －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

969 19,808 55,667

当期変動額合計 969 19,808 △55,726

当期末残高 23,273 85,298 4,680,419
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,818,033 1,424,545

減価償却費 948,221 970,472

のれん償却額 73,718 72,450

投資有価証券評価損益（△は益） 741 －

減損損失 34,759 49,644

株主優待引当金の増減額（△は減少） △5,829 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △600 △400

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,772 3,034

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △193,656 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16,218 16,419

受取保険金 △32,581 △1,669

受取補償金 － △893

保険解約返戻金 △19,098 －

決算訂正関連費用 40,341 －

課徴金 30,000 －

損害賠償損失 － 21,342

和解金 － 24,730

受取利息及び受取配当金 △35,376 △22,178

支払利息 148,682 171,849

固定資産除売却損益（△は益） △13,759 △2,151

投資有価証券売却損益（△は益） △509,221 △185,106

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 845 －

売上債権の増減額（△は増加） △231,024 △82,745

棚卸資産の増減額（△は増加） 15,609 △43,030

仕入債務の増減額（△は減少） 23,755 51,315

未払金の増減額（△は減少） 42,556 32,712

返金負債の増減額（△は減少） △49,387 17,387

未収消費税等の増減額（△は増加） 5,579 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 74,119 14,860

その他 56,389 60,185

小計 2,221,263 2,592,776

利息及び配当金の受取額 35,370 23,371

保険金の受取額 32,581 1,669

補償金の受取額 － 893

利息の支払額 △149,997 △177,415

損害賠償金の支払額 － △21,342

法人税等の支払額 △437,963 △450,050

決算訂正関連費用の支払額 △40,341 －

課徴金の支払額 △30,000 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,630,911 1,969,901

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △106,347 △107,570

定期預金の払戻による収入 105,045 106,347

有形固定資産の取得による支出 △720,533 △92,985

有形固定資産の売却による収入 19,707 3,272

投資有価証券の売却による収入 552,283 220,517

会員権の売却による収入 6,545 －

保険積立金の解約による収入 46,728 －

差入保証金の差入による支出 △12,218 △35,209

差入保証金の回収による収入 8,961 11,421

その他 1,679 △29,787

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,148 76,006
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当連結会計年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 580,000

長期借入金の返済による支出 △1,464,528 △1,405,070

社債の償還による支出 △90,000 △45,000

配当金の支払額 △259,068 △234,557

自己株式の取得による支出 △299,998 △881,168

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,113,595 △1,985,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △580,831 60,112

現金及び現金同等物の期首残高 3,272,350 2,691,518

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,691,518 ※１ 2,751,630
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　4社

連結子会社の名称

株式会社エスケーアイ

株式会社セントラルパートナーズ

エスケーアイマネージメント株式会社

エスケーアイ開発株式会社

(2) 非連結子会社の数

　該当事項はありません。

 

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社数

　該当事項はありません。

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

　該当事項はありません。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

４　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法を採用しております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平

均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

②　デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法を採用しております。

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

　月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　定率法によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物並びに太陽光発電設備（機械装置）については定額法によっておりま

す。

　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　２～40年

機械装置及び運搬具　　　２～17年

②　無形固定資産

　　定額法によっております。

　なお、のれんについては、投資対象ごとに投資効果の発現する期間を見積り、20年以内で均等償却

しております。

 

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額を費用として処理しております。

 

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額のうち、当連結会計年度に負担すべき金額を計上して

おります。

③　株主優待引当金

　株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しておりましたが、

2023年９月末日の当社株主名簿に記載された当社株式５単元（500株）以上保有の株主様に対して進呈す

る優待ポイントをもちまして、当制度を廃止しております。

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、2023年12月21

日開催の第33回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打切り支給を決議

し、長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。

 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内
容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。
ａ．再生可能エネルギー事業
　当社グループでは、当社グループで発電した電力を電力会社に供給しております。当社グループの
電力販売のうち卸売に関しては、契約期間にわたり電力の供給を行うことが履行義務であり、供給し
た電力量等に応じて履行義務を充足し、当該履行義務を充足した時点において収益を認識しておりま
す。
ｂ．移動体通信機器販売関連事業
・移動体通信機器販売関連事業に係る収益認識
　当社グループでは、主に消費者に対しスマートフォンの販売及び通信事業者が提供する通信サービ
スの利用契約の取次ぎを行うことによる対価として通信事業者から手数料を収受しております。この
ような商品の販売またはサービスの提供については、顧客に商品を引き渡した時点または代理店契約
に基づく役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。
・携帯電話等契約の取次ぎに関して携帯電話等契約者が早期に携帯電話等契約の解約を行った場合の
移動体通信事業者に対する返金義務
　当社で加入申込受付をした携帯電話等契約者が短期解約をした場合に、当社と代理店委託契約を締
結している移動体通信事業者に対して返金すべき手数料の支払いに備えるため、短期解約実績率によ
り、短期解約に係る手数料の返金見込額を収益から控除するとともに、返金負債を計上しておりま
す。
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ｃ．保険代理店事業
　当社グループでは、主に消費者に対し保険契約の取次ぎ、保全、維持管理業務を行っております。
・保険代理店事業に係る収益認識
　保険代理店事業においては、保険契約者のニーズに応じて、保険会社に対し保険契約の取次ぎを行
う義務を負っております。当該履行義務は、保険契約の取次ぎ後、保険会社がそのサービスを検収
し、保険会社が当該サービスの支配を獲得した時点において、主な履行義務を充足することから当該
履行義務を充足した時点において収益を認識しております。
・取次いだ保険契約の保全、維持管理を行う業務
　保険代理店事業においては、取次いだ保険契約の保全、維持管理を行う義務を負っております。当
該履行義務は、サービスの提供期間が完了する都度、充足されるものであり、時の経過に応じて履行
義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
・保険契約の取次ぎに関して保険契約者が一定期間内に保険契約の解約を行った場合の保険会社に対
する返金義務

　保険代理店事業においては、保険会社に取次いだ保険契約者が一定期間内に保険契約の解約を行っ
た場合、対価の一部を保険会社に返金する義務があるため、保険会社に対する予想返金額について
は、収益から控除するとともに、返金負債を計上しております。返金の見積りにあたっては過去の実
績等に基づく期待値法を用いております。
ｄ．葬祭事業
　当社グループでは、主に一般個人向けに葬祭に係る各種サービスを施行しております。当該履行義
務は、葬儀施行業務の提供が完了した時点で主な履行義務を充足することから、当該履行義務を充足
した時点において収益を認識しております。
 

(6) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理
ヘッジ手段
　金利スワップ
ヘッジ対象
　借入金
ヘッジ方針
　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、借入金の金利変動によるリスクを回避することを目
的として金利スワップを利用しており、投機目的の取引は行っておりません。
ヘッジ有効性の評価方法
　金利スワップ取引においては、取引すべてについてヘッジに高い有効性が明らかに認められるた
め、有効性の判定を省略しております。
 

(7) 退職給付に係る会計処理の方法

　従業員の退職給付に備えるため、当社及び連結子会社（株式会社エスケーアイ）においては、当連結会

計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度より費用処理しております。

 

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（重要な会計上の見積り）

　　固定資産の減損

(1) 連結財務諸表に計上した金額

（単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 13,295,602 12,450,208

無形固定資産 1,250,949 1,139,146

減損損失 34,759 49,644

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　①算出方法

　　　　 当社グループは、固定資産の減損損失の要否判定を実施するにあたり、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位に基づき、資産のグルーピングを行っております。事業用資産を独立した会計単位として、再生

可能エネルギー事業は発電所ごと、移動体通信機器販売関連事業は店舗ごと、葬祭事業は会館ごとで区分

しております。

　　　　 有形固定資産及び無形固定資産のうち減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産ま

たは資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損損失の測定に用いら

れる回収可能価額のうち、正味売却価額は、主として不動産鑑定評価額を基に、当該鑑定評価の手法の適

切性を吟味した上で算定しております。また、使用価値は、減損損失の認識の判定に用いた将来キャッ

シュ・フローの割引現在価値として算定しております。

　　　　 なお、移動体通信機器販売関連事業における一部の店舗において、営業活動から生ずる損益（本社費等

配賦後）が２期継続してマイナスとなり、減損の兆候が認められたため、減損の認識の判定及び測定を行

いました。その結果、当連結会計年度において、店舗の固定資産に係る減損損失49,644千円を計上しまし

た。

　　 　②主要な仮定

　　　　 固定資産の減損における主要な仮定は、将来キャッシュ・フロー算定時の前提となる翌期の営業利益予

測額及び翌連結会計年度以降の成長率、使用価値算定時の割引率並びに正味売却価額算定時の不動産鑑定

評価上の算定基礎であります。

　　 　③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　　主要な仮定はいずれも見積りの不確実性が高く、経営環境の著しい変化があった場合は、当初見込んだ将

来キャッシュ・フロー又は回収可能価額が変動することにより、減損損失を計上する可能性があります。

 

 

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年

改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第

20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項（2）ただし書きに定める

経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸

表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用

しております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
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（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委

員会）　等

 

(1）概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の

全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準

を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、ＩＦＲＳ第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするもの

の、ＩＦＲＳ第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素

で利便性が高く、かつ、ＩＦＲＳ第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となること

を目指したリース会計基準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、ＩＦＲＳ第16号と同様に、リースが

ファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使

用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されま

す。

 

(2）適用予定日

　2028年９月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

 

 

（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取家賃」及び「物品売却益」は、

営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

　また、前連結会計年度において、独立掲記していました「受取配当金」、「営業外収益」の「その他」に含

めて表示していた「受取利息」は、連結財務諸表の一覧性向上の観点から、当連結会計年度より科目を集約し

「受取利息及び配当金」として表示しております。

　これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取配当金」に表示していた

35,197千円及び「その他」に表示していた36,062千円は、「受取利息及び配当金」35,376千円、「受取家賃」

8,373千円、「物品売却益」9,295千円、「その他」18,214千円として組み替えております。
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（連結貸借対照表関係）

※１　売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、連結財務諸表「注記事項　

（収益認識関係）　３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの

関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる

収益の金額及び時期に関する情報　(1）契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

 

 

※２　担保に供している資産は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

当連結会計年度
（2025年９月30日）

売掛金及び契約資産 282,556千円 258,534千円

建物及び構築物 964,245 865,014

機械装置及び運搬具 6,753,084 6,079,269

土地 3,364,984 3,364,984

有形固定資産　その他 4,731 2,365

無形固定資産　その他 133,435 118,942

合計 11,503,037 10,689,110

 

対応する債務は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

当連結会計年度
（2025年９月30日）

短期借入金 1,100,000千円 1,300,000千円

１年内返済予定の長期借入金 1,211,886 1,170,232

長期借入金 8,669,972 7,499,740

合計 10,981,858 9,969,972

 

 

※３　貸出コミットメント

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

当連結会計年度
（2025年９月30日）

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
4,150,000千円 5,150,000千円

借入実行残高 3,220,000 3,800,000

差引額 930,000 1,350,000
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※４　シンジケートローン
 

前連結会計年度（2024年９月30日）

(1) 当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達

を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残

高　4,206,720千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されておりま

す。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70％以上に維持

すること。

②　各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする

こと。

③　12月末日の基準日における直前４回のＤＳＣＲ（対象発電所に係る純収入÷元利返済額）の平均値を1.00

以上に維持すること。

 

(2) 当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を

可能にするため、取引銀行２行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残

高　1,900,000千円）を2015年９月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されておりま

す。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　2015年９月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値

に維持すること。但し、2018年９月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対

照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。

②　2015年９月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における単

体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第１文の

遵守に関する最初の判定は、2016年９月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、

2018年９月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、当該各

年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする。

なお、本号第３文の遵守に関する最初の判定は、2019年９月期決算及びその直前の期の決算を対象として

行うこと。

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

(1) 当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達

を可能にするため、取引銀行３行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残

高　3,692,160千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されておりま

す。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70％以上に維持

すること。

②　各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする

こと。

③　12月末日の基準日における直前４回のＤＳＣＲ（対象発電所に係る純収入÷元利返済額）の平均値を1.00

以上に維持すること。
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(2) 当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を

可能にするため、取引銀行２行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残

高　1,700,000千円）を2015年９月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されておりま

す。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　2015年９月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値

に維持すること。但し、2018年９月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対

照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。

②　2015年９月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における単

体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第１文の

遵守に関する最初の判定は、2016年９月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、

2018年９月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、当該各

年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする。

なお、本号第３文の遵守に関する最初の判定は、2019年９月期決算及びその直前の期の決算を対象として

行うこと。

 

 

※５　タームローン

前連結会計年度（2024年９月30日）

　当社は、千葉県香取市、茨城県牛久市及び宮城県仙台市における太陽光発電施設の取得に関する資金の機動

的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行との間で、タームローン契約（借入残高　1,446,060千円）

を2020年６月30日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70％以上に維持

すること。

②　各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする

こと。

③　各年度の決算期において算出されるＤＳＣＲ（対象発電所に係る純収入÷元利返済額）を1.00以上に維持

すること。

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

　当社は、千葉県香取市、茨城県牛久市及び宮城県仙台市における太陽光発電施設の取得に関する資金の機動

的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行との間で、タームローン契約（借入残高　1,299,758千円）

を2020年６月30日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70％以上に維持

すること。

②　各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする

こと。

③　各年度の決算期において算出されるＤＳＣＲ（対象発電所に係る純収入÷元利返済額）を1.00以上に維持

すること。
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※６　有形固定資産の減価償却累計額

 
 前連結会計年度
（2024年９月30日）

 当連結会計年度
（2025年９月30日）

有形固定資産の減価償却累計額 6,763,728千円 7,645,264千円

 

 

※７　契約負債は流動負債のその他に含まれております。契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項　（収益認識

関係）　３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額

及び時期に関する情報　(1）契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
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（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客

との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項　（セグメント情報等）　３　報告セグメントご

との売上高，利益又は損失，資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載のとおりで

す。

 

 

※２　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

 
 　　前連結会計年度
（自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日）

 　　当連結会計年度
（自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日）

売上原価 2,957千円 3,126千円

 

 

※３　販売費及び一般管理費の内主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　　 前連結会計年度
（自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日）

　　 当連結会計年度
（自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日）

給料手当及び賞与 1,655,919千円 1,693,038千円

賞与引当金繰入額 128,408 131,443

株主優待引当金繰入額 3,512 －

退職給付費用 29,349 29,866

役員退職慰労引当金繰入額 2,183 －

販売促進費 234,563 561,798

地代家賃 404,716 437,729

業務委託費 347,819 572,554

（注）前連結会計年度において、主要な費目及び金額の注記に記載しておりませんでした「販売促進費」及び「業務委託

費」は、販売費及び一般管理費の合計金額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとし

ました。

 

 

※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

15,718千円

3,895

－千円

2,257

合計 19,613 2,257

 

 

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

建物及び構築物 2,292千円 12千円

その他 3,245 93

合計 5,537 106
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※６　決算訂正関連費用

前連結会計年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

　2023年11月10日付「過年度の有価証券報告書に係る訂正報告書の提出に関するお知らせ」及び2023年11月30

日付「（経過開示）過年度の有価証券報告書に係る訂正報告書」において公表しました内容を踏まえ、過年度

における誤謬の訂正に係る費用（過年度決算訂正に係る監査費用等）40,341千円を決算訂正関連費用として、

特別損失に計上しております。

 

 

※７　減損損失

連結会社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

場所 用途 種類 金額（千円）

各営業店舗（５店舗）
移動体通信機器販売関連事業

店舗設備等
建物及び構築物
その他

34,005
754

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位である施設、店舗を基本単位として、また賃貸資産等に

ついては物件単位毎にグルーピングしております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである施設及び店舗

について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（34,759千円）として特別損失に計上しまし

た。

　減損損失の内訳は、建物及び構築物34,005千円、その他754千円であります。なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、主として不動産鑑定評価額を基に、当

該鑑定評価の手法の適切性を吟味した上で、将来の事業の見通し及び経営計画等の経営上の観点を踏まえて適切に減

額調整して算定しております。また、使用価値は、減損損失の認識の判定に用いた将来キャッシュ・フローの割引現

在価値として算定しております。

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

場所 用途 種類 金額（千円）

各営業店舗（６店舗）
移動体通信機器販売関連事業

店舗設備等
建物及び構築物
その他

46,061
3,583

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位である施設、店舗を基本単位として、また賃貸資産等に

ついては物件単位毎にグルーピングしております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである施設及び店舗

等について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（49,644千円）として特別損失に計上しま

した。

　減損損失の内訳は、建物及び構築物46,061千円、その他3,583千円であります。なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、主として不動産鑑定評価額を基に、

当該鑑定評価の手法の適切性を吟味した上で、将来の事業の見通し及び経営計画等の経営上の観点を踏まえて適切に

減額調整して算定しております。また、使用価値は、減損損失の認識の判定に用いた将来キャッシュ・フローの割引

現在価値として算定しております。
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（連結包括利益計算書関係）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 22,463千円 166,721千円

組替調整額 △508,480 △185,106

法人税等及び税効果調整前 △486,017 △18,384

法人税等及び税効果額 127,792 4,175

その他有価証券評価差額金 △358,224 △14,209

繰延ヘッジ損益：   

当期発生額 41,460千円 71,175千円

組替調整額 △24,430 2,381

法人税等及び税効果調整前 17,029 73,557

法人税等及び税効果額 △5,211 △22,508

繰延ヘッジ損益 11,818 51,048

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 △1,515千円 △3,098千円

組替調整額 － 303

法人税等及び税効果調整前 △1,515 △2,795

法人税等及び税効果額 510 845

退職給付に係る調整額 △1,004 △1,950

その他の包括利益合計 △347,410 34,889
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
 

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数（株）

増加株式数（株） 減少株式数（株）
当連結会計年度
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 10,956,500 － － 10,956,500

合計 10,956,500 － － 10,956,500

自己株式     

普通株式　　　（注）１，２ 600,167 601,240 15,999 1,185,408

合計 600,167 601,240 15,999 1,185,408

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加601,240株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加598,800

株、譲渡制限付株式報酬対象者の退職に伴う無償取得による増加2,440株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少15,999株は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。

 

 

２　新株予約権等に関する事項
 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）当連結会計

年度期首
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

ストック・オプション
としての新株予約権

（注）
－ － － － － 22,304

合計 － － － － － 22,304

（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

 

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2023年12月21日

定時株主総会
普通株式 155,344 15.0 2023年９月30日 2023年12月22日

2024年５月15日

取締役会
普通株式 103,723 10.0 2024年３月31日 2024年６月28日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年12月27日

定時株主総会
普通株式 136,795 利益剰余金 14.0 2024年９月30日 2024年12月30日

 

 

EDINET提出書類

株式会社サカイホールディングス(E05181)

有価証券報告書

 76/129



当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
 

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数（株）

増加株式数（株） 減少株式数（株）
当連結会計年度
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 10,956,500 － － 10,956,500

合計 10,956,500 － － 10,956,500

自己株式     

普通株式　　　（注）１，２ 1,185,408 2,295,408 39,767 3,441,049

合計 1,185,408 2,295,408 39,767 3,441,049

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,295,408株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

2,294,700株、譲渡制限付株式報酬対象者の退職に伴う無償取得による増加700株、単元未満株の買取りによ

る増加８株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少39,767株は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。

 

 

２　新株予約権等に関する事項
 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）当連結会計

年度期首
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

ストック・オプション
としての新株予約権

－ － 201,000 － 201,000 23,273

合計 － － 201,000 － 201,000 23,273

 

 

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年12月27日

定時株主総会
普通株式 136,795 14.0 2024年９月30日 2024年12月30日

2025年５月14日

取締役会
普通株式 98,101 10.0 2025年３月31日 2025年６月27日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年12月19日

定時株主総会
普通株式 120,247 利益剰余金 16.0 2025年９月30日 2025年12月22日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

現金及び預金 2,797,866千円 2,859,201千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △106,347 △107,570

現金及び現金同等物 2,691,518 2,751,630

 

 

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（2024年９月30日）

当連結会計年度

（2025年９月30日）

１年内 76,914 95,525

１年超 682,218 692,128

合計 759,132 787,654
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。また、

短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。一時的な余剰資金は主に流動性の高い金融資産で運

用し、一部において効率的な資金運用を目的として、安全性が高いと判断された複合金融商品を利用し、投

機的な取引は行わない方針であります。

 

(2）金融商品の内容およびそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

　借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後11年でありま

す。このうち一部は、金利変動リスクに晒されているため、金利スワップ取引を利用しております。なお、

デリバティブ取引は、社内管理規程に基づき実施しております。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、債権管理規程に従い、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息

の固定化を図るために、必要に応じて、個別契約ごとに金利スワップ取引等のデリバティブ取引をヘッジ手

段として利用する方針であります。

　なお、当社では、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企

業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リス

クを管理しております。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引

に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ

ん。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前連結会計年度（2024年９月30日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）投資有価証券(*2)    

その他有価証券 320,726 320,726 －

資産計 320,726 320,726 －

(2）長期借入金(*3) 10,433,769 10,437,711 3,942

負債計 10,433,769 10,437,711 3,942

 デリバティブ取引(*4) 35,774 35,774 －

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）投資有価証券(*2)    

その他有価証券 266,744 266,744 －

資産計 266,744 266,744 －

(2）長期借入金(*3) 9,028,699 9,027,029 △1,669

負債計 9,028,699 9,027,029 △1,669

 デリバティブ取引(*4) 109,332 109,332 －

(*1)「現金及び預金」「売掛金及び契約資産」「買掛金」「短期借入金」及び前連結会計年度における「１年内償還予定

の社債」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、

記載を省略しております。

(*2)市場価格のない株式等は、「(1）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は

以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（千円） 当連結会計年度（千円）

非上場株式 13,830 13,830

(*3)長期借入金には１年内の期限到来部分を含めて記載しております。

(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は、（　）で示しております。
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（注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2024年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 2,789,831 － － －

売掛金及び契約資産 1,688,139 － － －

合計 4,477,970 － － －

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 2,850,817 － － －

売掛金及び契約資産 1,770,884 － － －

合計 4,621,701 － － －

 

（注）２．短期借入金、社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

　　前連結会計年度（2024年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 3,220,000 － － － － －

社債 45,000 － － － － －

長期借入金 1,405,070 1,304,184 1,226,612 3,369,497 1,598,506 1,529,900

合計 4,670,070 1,304,184 1,226,612 3,369,497 1,598,506 1,529,900

 

　　当連結会計年度（2025年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 3,800,000 － － － － －

長期借入金 1,304,184 1,226,612 3,369,497 1,598,506 428,173 1,101,727

合計 5,104,184 1,226,612 3,369,497 1,598,506 428,173 1,101,727

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 320,726 － － 320,726

デリバティブ取引     

金利関連 － 35,774 － 35,774

資産計 320,726 35,774 － 356,500

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 266,744 － － 266,744

デリバティブ取引     

金利関連 － 109,332 － 109,332

資産計 266,744 109,332 － 376,076
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(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 10,437,711 － 10,437,711

負債計 － 10,437,711 － 10,437,711

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 9,027,029 － 9,027,029

負債計 － 9,027,029 － 9,027,029

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しております。

 

長期借入金

　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価

値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類して

おります。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2024年９月30日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 320,726 115,013 205,712

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 320,726 115,013 205,712

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 320,726 115,013 205,712

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額13,830千円）については、市場価格のない株式であることから、上表の「その

他有価証券」には含めておりません。

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 266,744 79,416 187,327

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 266,744 79,416 187,327

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 266,744 79,416 187,327

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額13,830千円）については、市場価格のない株式であることから、上表の「その

他有価証券」には含めておりません。
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２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

種類 売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

(1）株式 552,283 509,221 －

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 552,283 509,221 －

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

種類 売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

(1）株式 220,703 185,106 －

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 220,703 185,106 －

 

 

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損741千円を計上しております。

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。

 

　なお、当社グループにおける株式の減損処理の方針は次のとおりであります。

①　下落率が50％以上の場合は、すべての株式を減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を

計上することとしております。

②　下落率が30％以上50％未満の状況が２期連続となった場合は、個別に回復可能性を検証したうえで回復

可能性があるものを除く株式について減損処理の対象とし、時価と簿価の差額について評価損を計上する

こととしております。
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度（2024年９月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

　該当事項はありません。

 

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（2024年９月30日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象

契約額等（千円）

時価（千円）
 

うち１年超

（千円）

原則的処理方法
金利スワップ取引

変動受取・固定支払
長期借入金 5,637,711 4,992,651 35,774

合計 5,637,711 4,992,651 35,774

 

当連結会計年度（2025年９月30日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象

契約額等（千円）

時価（千円）
 

うち１年超

（千円）

原則的処理方法
金利スワップ取引

変動受取・固定支払
長期借入金 4,992,651 4,364,486 109,332

合計 4,992,651 4,364,486 109,332
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として退職一時金制度を

採用しております。

　退職一時金制度は、原則法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

 

 

２．確定給付制度

(1）退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

退職給付に係る負債の期首残高 163,543千円 181,277千円

勤務費用 28,531 28,657

利息費用 817 906

数理計算上の差異の発生額 1,515 3,098

退職給付の支払額 △13,130 △13,447

退職給付に係る負債の期末残高 181,277 200,492

 

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

資産の調整表

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

   

非積立型制度の退職給付債務 181,277千円 200,492千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 181,277 200,492

   

退職給付に係る負債 181,277 200,492

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 181,277 200,492

 

(3）退職給付費用及びその他の内訳項目の金額

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

   

勤務費用 28,531千円 28,657千円

利息費用 817 906

数理計算上の差異の費用処理額 － 303

確定給付制度に係る退職給付費用 29,349 29,866

 

(4）退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

数理計算上の差異 △1,515千円 △2,795千円

合計 △1,515 △2,795
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(5）退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

数理計算上の差異 △1,515千円 △4,310千円

合計 △1,515 △4,310

 

(6）数理計算上の計算基礎に関する事項

　主要な数理計算上の計算基礎

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

   

割引率 0.5％ 0.5％

 

 

（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

　　至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

　　至　2025年９月30日）

販売費及び一般管理費 6,648千円 969千円

 

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容
 

 第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社役員　　　　　　　　　　　２名

当社執行役員　　　　　　　　　２名

当社従業員　　　　　　　　　　７名

当社子会社の取締役及び従業員　20名

株式の種類別のストック・オプションの数（注）１ 普通株式　460,000株

付与日 2022年11月28日

権利確定条件 （注）２

対象勤務期間
自　2022年11月28日

至　2024年11月29日

権利行使期間
自　2024年11月29日

至　2029年11月28日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、

その他これに準ずる地位にあることを要するとしております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2025年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

 

①ストック・オプションの数
 

 第６回新株予約権

権利確定前（株）  

前連結会計年度末 201,000

付与 －

失効 －

権利確定 201,000

未確定残 －

権利確定後（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 201,000

権利行使 －

失効 －

未行使残 201,000

 

②単価情報
 

 第６回新株予約権

権利行使価格（円） 575

行使時平均株価（円） －

付与日における公正な評価単価（円） 115.79

 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　該当事項はありません。

 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

 
当連結会計年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産    

未払事業税 13,905千円 15,782千円

返金負債 34,204  39,428

契約負債 27,684  29,500

賞与引当金 42,452  43,405

退職給付に係る負債 60,925  68,713

税務上の繰越欠損金（注） 136,312  134,020

商品評価損 1,018  1,076

投資有価証券評価損 11,845  12,182

会員権評価損 2,325  2,394

減価償却超過額 75,064  84,895

資産除去債務 92,406  98,179

減損損失 140,045  143,476

資産調整勘定 32,890  －

その他 85,262  115,794

繰延税金資産小計 756,344  788,850

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △136,312  △114,290

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △234,343  △258,260

評価性引当額小計 △370,656  △372,551

繰延税金資産合計 385,687  416,298

繰延税金負債    

資産除去債務 △35,674  △34,068

その他有価証券評価差額金 △52,184  △48,008

アレンジメントフィー △25,215  △17,818

繰延ヘッジ損益 △10,947  △33,455

その他 △9,173  △11,071

繰延税金負債合計 △133,195  △144,423

繰延税金資産（負債）の純額 252,492  271,875

 

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2024年９月30日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越欠損金（a） － － － － 136,312 136,312

評価性引当額 － － － － △136,312 △136,312

繰延税金資産 － － － － － －

（a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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当連結会計年度（2025年９月30日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越欠損金（a） － － － 36,598 97,421 134,020

評価性引当額 － － － △16,869 △97,421 △114,290

繰延税金資産（b） － － － 19,729 － 19,729

（a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（b）税務上の繰越欠損金134,020千円について、繰延税金資産を19,729千円計上しております。当該繰延税

金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引

当額を認識しておりません。

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
（2024年９月30日）

 
当連結会計年度
（2025年９月30日）

法定実効税率 30.60％  30.60％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.93  0.20

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.12  △0.06

住民税均等割 0.61  0.81

評価性引当額 △7.15  △0.13

税額控除 －  △0.19

事業税の税率差異 △2.30  △2.10

税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 －  0.36

連結子会社との税率差異 0.45  0.55

その他 2.56  △0.72

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.60  29.32

 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに

伴い、2026年４月１日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりま

した。

　これに伴い、2026年10月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資

産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

　この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は3,757

千円増加し、退職給付に係る調整累計額が32千円、法人税等調整額が5,097千円、それぞれ増加し、その他

有価証券評価差額金が1,371千円減少しております。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

　店舗等の不動産賃貸借契約及び太陽光発電所等の定期借地権契約並びに賃貸用不動産の定期借地権契約

に伴う原状回復義務等であります。

 

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を当該契約の期間及び建物の耐用年数に応じて１年～40年と見積り、割引率は0.000％～

2.213％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

　当連結会計年度において、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務につ

いて、新たな情報を入手したことに伴い、退去時に必要とされる原状回復費用に関して見積りの変更を行

いました。この見積りの変更による増加額4,562千円を、変更前の資産除去債務に加算しております。

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

期首残高 296,337千円 297,607千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 1,568 5,299

時の経過による調整額 2,028 3,423

資産除去債務の履行による減少額 － △3,349

有形固定資産の売却に伴う減少額 △2,327 －

見積りの変更による増加額 － 4,562

期末残高 297,607 307,544
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであり

ます。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項）４．会計方針に関する事項(5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年

度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す

る情報

 

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

(1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
 

 
当連結会計年度期首
（2023年10月１日）

当連結会計年度期末
（2024年９月30日）

顧客との契約から生じた債権   

売掛金 1,457,115 1,688,139

契約資産 － －

契約負債 88,012 92,066

返金負債 162,112 112,724

　契約負債は、期末時点において履行義務を充足していない残高であり、連結貸借対照表のうち流動負債の「その他」に

含まれております。契約負債は、葬祭事業における会員制度による入会金で収益の認識に伴い取り崩されます。なお、当

連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,717千円であります。

 

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の総額は92,066千円であります。当該履行義

務は、葬祭事業の入会金収益に関するものでありますが、有効期限を定めておらず、葬儀施行時に収益とし

て認識しております。よって、いつ収益として認識することができるか予測することが困難なため、特定の

時期や期間に収益を認識すると見込むことができません。

　なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初予想される契約期

間が１年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。

　また、顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

(1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
 

 
当連結会計年度期首
（2024年10月１日）

当連結会計年度期末
（2025年９月30日）

顧客との契約から生じた債権   

売掛金 1,688,139 1,770,884

契約資産 － －

契約負債 92,066 95,287

返金負債 112,724 130,112

　契約負債は、期末時点において履行義務を充足していない残高であり、連結貸借対照表のうち流動負債の「その他」に

含まれております。契約負債は、葬祭事業における会員制度による入会金で収益の認識に伴い取り崩されます。なお、当

連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は2,953千円であります。

 

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の総額は95,287千円であります。当該履行義

務は、葬祭事業の入会金収益に関するものでありますが、有効期限を定めておらず、葬儀施行時に収益とし

て認識しております。よって、いつ収益として認識することができるか予測することが困難なため、特定の

時期や期間に収益を認識すると見込むことができません。

　なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初予想される契約期

間が１年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。

　また、顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

報告セグメントの決定方法

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象

となっているものであります。

　当社グループは、経営組織の形態、商品・サービスの特性から、報告セグメントを「再生可能エネルギー

事業」、「移動体通信機器販売関連事業」、「保険代理店事業」、「葬祭事業」、「不動産賃貸・管理事

業」及び「ビジネスソリューション事業」の６つとしております。

　「再生可能エネルギー事業」は、太陽光発電所で発電した電気を電力会社に販売することにより、20年間

固定された売電単価で売電代金を収受する事業であります。

　「移動体通信機器販売関連事業」は、一般ユーザーに対し、移動体通信キャリアが提供する移動体通信機

器の販売及び移動体通信サービスの加入契約取り次ぎを行う事業であります。

　「保険代理店事業」は、保険会社からの委託を受け、医療保険等第三分野の保険の募集を行う事業であり

ます。

　「葬祭事業」は、一般顧客に対し、葬儀の施行全般を請け負うと同時に、葬儀終了後の忌明け法要や年忌

法要を請け負う事業であります。

　「不動産賃貸・管理事業」は、不動産物件（駐車場）の賃貸借募集を行うと同時に、その他一般消費者の

利用を目的とする事業であります。

　「ビジネスソリューション事業」は、法人企業に対し、移動体通信キャリアが提供する移動体通信機器の

販売及び移動体通信サービスの加入契約取次をする事業であります。

 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解

情報

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

     （単位：千円）

 報告セグメント

 
再生可能

エネルギー事業
移動体通信機器
販売関連事業

保険代理店事業 葬祭事業
不動産賃貸
・管理事業

売上高      

売電売上 2,358,889 － － － －

端末売上 － 5,114,824 － － －

附属品売上 － 1,698,636 － － －

手数料収入 － 3,924,477 366,675 － －

支援金収入 － 1,081 301,791 － －

葬儀売上 － － － 961,970 －

その他 495 － － 84,715 16,270

顧客との契約から生じる収
益

2,359,384 10,739,020 668,467 1,046,686 16,270

その他の収益 － － － － 45,796

外部顧客への売上高 2,359,384 10,739,020 668,467 1,046,686 62,066

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － 1,800

計 2,359,384 10,739,020 668,467 1,046,686 63,866

セグメント利益 1,132,764 443,663 83,909 199,815 11,268

セグメント資産 13,224,489 2,842,287 408,143 1,614,914 612,087

その他の項目      

減価償却費 867,996 21,015 1,360 34,825 25,649

のれん償却額 68,649 5,068 － － －

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額(注)５

134,416 26,516 － 17,236 12,149
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 報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表計上額
(注)２,３

 
ビジネス

ソリューション事業
計

売上高     

売電売上 － 2,358,889 － 2,358,889

端末売上 402,452 5,517,276 － 5,517,276

附属品売上 525 1,699,162 － 1,699,162

手数料収入 205,135 4,496,288 － 4,496,288

支援金収入 1,100 303,973 － 303,973

葬儀売上 － 961,970 － 961,970

その他 － 101,480 － 101,480

顧客との契約から生じる収
益

609,213 15,439,041 － 15,439,041

その他の収益 － 45,796 － 45,796

外部顧客への売上高 609,213 15,484,837 － 15,484,837

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 1,800 △1,800 －

計 609,213 15,486,637 △1,800 15,484,837

セグメント利益 32,970 1,904,391 △498,109 1,406,282

セグメント資産 34,369 18,736,291 2,392,740 21,129,032

その他の項目     

減価償却費 60 950,908 △2,687 948,221

のれん償却額 － 73,718 － 73,718

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額(注)５

－ 190,319 5,691 196,010

（注）１．(1) セグメント利益の調整額△498,109千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△518,448千

円、その他の調整額20,339千円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額2,392,740千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産3,004,592千

円、セグメント間取引消去等△611,851千円が含まれております。

(3) 減価償却費の調整額△2,687千円には、全社資産に係る減価償却費等が含まれております。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額5,691千円には、全社における有形固定資産及び無形固

定資産の増加等が含まれております。

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

３．セグメント資産は、連結財務諸表の資産合計と調整を行っております。

４．セグメント負債の金額は当社の最高意思決定機関において定期的に提供、使用しておりません。

５．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、建設仮勘定の増加額は含めておりません。
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当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

     （単位：千円）

 報告セグメント

 
再生可能

エネルギー事業
移動体通信機器
販売関連事業

保険代理店事業 葬祭事業
不動産賃貸
・管理事業

売上高      

売電売上 2,386,520 － － － －

端末売上 － 5,592,478 － － －

附属品売上 － 1,790,330 － － －

手数料収入 － 4,727,367 415,586 － －

支援金収入 － － 256,994 － －

葬儀売上 － － － 953,142 －

その他 540 － － 77,054 15,709

顧客との契約から生じる収
益

2,387,060 12,110,176 672,581 1,030,196 15,709

その他の収益 － － － － 48,457

外部顧客への売上高 2,387,060 12,110,176 672,581 1,030,196 64,167

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － 1,800

計 2,387,060 12,110,176 672,581 1,030,196 65,967

セグメント利益 1,169,074 440,464 59,250 173,732 11,542

セグメント資産 12,255,922 2,928,727 499,216 1,608,667 640,120

その他の項目      

減価償却費 852,342 34,500 1,412 42,512 25,263

のれん償却額 68,649 3,801 － － －

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額(注)５

1,687 66,706 4,221 26,112 －
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 報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表計上額
(注)２,３

 
ビジネス

ソリューション事業
計

売上高     

売電売上 － 2,386,520 － 2,386,520

端末売上 436,267 6,028,745 － 6,028,745

附属品売上 220 1,790,551 － 1,790,551

手数料収入 316,353 5,459,307 － 5,459,307

支援金収入 － 256,994 － 256,994

葬儀売上 － 953,142 － 953,142

その他 － 93,304 － 93,304

顧客との契約から生じる収
益

752,841 16,968,566 － 16,968,566

その他の収益 － 48,457 － 48,457

外部顧客への売上高 752,841 17,017,023 － 17,017,023

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 1,800 △1,800 －

計 752,841 17,018,823 △1,800 17,017,023

セグメント利益 91,752 1,945,817 △480,287 1,465,529

セグメント資産 40,404 17,973,058 2,426,718 20,399,776

その他の項目     

減価償却費 39 956,070 14,401 970,472

のれん償却額 － 72,450 － 72,450

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額(注)５

－ 98,728 2,457 101,185

（注）１．(1) セグメント利益の調整額△480,287千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△498,080千

円、その他の調整額17,792千円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額2,426,718千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産3,134,957千

円、セグメント間取引消去等△708,239千円が含まれております。

(3) 減価償却費の調整額14,401千円には、全社資産に係る減価償却費等が含まれております。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,457千円には、全社における有形固定資産及び無形固

定資産の増加等が含まれております。

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

３．セグメント資産は、連結財務諸表の資産合計と調整を行っております。

４．セグメント負債の金額は当社の最高意思決定機関において定期的に提供、使用しておりません。

５．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、建設仮勘定の増加額は含めておりません。
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【関連情報】

前連結会計年度（自 2023年10月１日 至 2024年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ソフトバンク株式会社 4,085,013
移動体通信機器販売関連事業
及びビジネスソリューション事業

 

当連結会計年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ソフトバンク株式会社 4,876,114
移動体通信機器販売関連事業
及びビジネスソリューション事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

 

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

     （単位：千円）

 
再生可能
エネルギー
事業

移動体通信
機器販売関連
事業

保険代理店
事業

葬祭事業
不動産賃貸・
管理事業

ビジネスソ
リューション
事業

合計

減損損失 － 34,759 － － － － 34,759

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

     （単位：千円）

 
再生可能
エネルギー
事業

移動体通信
機器販売関連
事業

保険代理店
事業

葬祭事業
不動産賃貸・
管理事業

ビジネスソ
リューション
事業

合計

減損損失 － 49,644 － － － － 49,644

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

 

前連結会計年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

     （単位：千円）

 
再生可能
エネルギー
事業

移動体通信
機器販売関連
事業

保険代理店
事業

葬祭事業
不動産賃貸・
管理事業

ビジネスソ
リューション
事業

合計

当期償却額 68,649 5,068 － － － － 73,718

当期末残高 904,649 3,801 － － － － 908,451

 

当連結会計年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

     （単位：千円）

 
再生可能
エネルギー
事業

移動体通信
機器販売関連
事業

保険代理店
事業

葬祭事業
不動産賃貸・
管理事業

ビジネスソ
リューション
事業

合計

当期償却額 68,649 3,801 － － － － 72,450

当期末残高 836,000 － － － － － 836,000

 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前連結会計年度（自 2023年10月１日 至 2024年９月30日）

　役員及び個人主要株主等
　　該当事項はありません。
 

当連結会計年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

　役員及び個人主要株主等
　　該当事項はありません。
 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

前連結会計年度（自 2023年10月１日 至 2024年９月30日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

　該当事項はありません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社サカイホールディングス(E05181)

有価証券報告書

102/129



（１株当たり情報）

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

　　至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

　　至　2025年９月30日）

１株当たり純資産額 475円72銭 608円33銭

１株当たり当期純利益 129円92銭 106円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － －

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、希薄化効果を有しないため、

記載しておりません。

 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 
前連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当連結会計年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,322,167 987,090

普通株主に帰属しない金額　　　（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益　　　　　　　　　　（千円）
1,322,167 987,090

期中平均株式数　　　　　　　　　（株） 10,176,410 9,288,582

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

　新株予約権１種類（新株予約権

の数201,000個（普通株式201,000

株））。

　なお、概要は「第４　提出会社

の状況　１　株式等の状況　(2）

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

　新株予約権１種類（新株予約権

の数201,000個（普通株式201,000

株））。

　なお、概要は「第４　提出会社

の状況　１　株式等の状況　(2）

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

 

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

当社 第十一回無担保社債 2020.３.31
45,000

(45,000)

－

(－)
0.12 無担保社債 2025.３.31

合計 － －
45,000

(45,000)

－

(－)
－ － －

（注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 3,220,000 3,800,000 0.8892 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,405,070 1,304,184 1.4199 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 9,028,699 7,724,515 1.4541
2026年～

2036年

合計 13,653,769 12,828,699 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであり

ます。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 1,226,612 3,369,497 1,598,506 428,173

 

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、

資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 中間連結会計期間 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 3,931,237 8,234,641 12,425,015 17,017,023

税金等調整前中間（当期）（四半期）純利益

（千円）
164,597 450,470 846,717 1,424,545

親会社株主に帰属する中間（当期）（四半

期）純利益（千円）
107,262 304,836 567,371 987,090

１株当たり中間（当期）（四半期）純利益

（円）
10.98 31.15 57.93 106.27

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益（円） 10.98 20.16 26.76 53.88

（注）当社は、第１四半期及び第３四半期について金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成して

おりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,951,712 2,073,592

売掛金及び契約資産 ※１,※２ 384,504 ※１,※２ 368,758

短期貸付金 ※２ 40,000 ※２ 927

その他 ※２ 96,886 ※２ 99,437

流動資産合計 2,473,104 2,542,716

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１ 238,894 ※１ 222,313

構築物 ※１ 615,153 ※１ 551,294

機械及び装置 ※１ 7,187,713 ※１ 6,468,642

車両運搬具 11,502 6,214

工具器具及び備品 ※１ 13,580 ※１ 12,133

土地 ※１ 3,205,015 ※１ 3,205,459

建設仮勘定 520,300 549,963

有形固定資産合計 11,792,159 11,016,023

無形固定資産   

のれん 904,649 836,000

その他 ※１ 300,859 ※１ 270,067

無形固定資産合計 1,205,509 1,106,067

投資その他の資産   

投資有価証券 334,556 280,574

関係会社株式 599,645 599,645

繰延税金資産 3,498 －

差入保証金 45,006 44,987

その他 146,234 197,489

投資その他の資産合計 1,128,941 1,122,697

固定資産合計 14,126,609 13,244,787

資産合計 16,599,714 15,787,504
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※１,※２,※４ 3,400,803 ※１,※２,※４ 4,400,000

１年内償還予定の社債 45,000 －

１年内返済予定の長期借入金 ※１,※５,※６ 1,540,962 ※１,※５,※６ 1,149,308

未払金 ※２ 40,653 ※２ 71,388

未払法人税等 179,002 155,549

預り金 4,808 5,055

賞与引当金 14,431 17,246

その他 ※２ 52,555 ※２ 93,997

流動負債合計 5,278,216 5,892,545

固定負債   

長期借入金 ※１,※５,※６ 8,175,667 ※１,※５,※６ 7,026,359

退職給付引当金 38,566 41,881

繰延税金負債 － 15,611

資産除去債務 178,914 179,873

その他 ※２ 11,760 ※２ 11,760

固定負債合計 8,404,908 7,275,486

負債合計 13,683,124 13,168,031

純資産の部   

株主資本   

資本金 747,419 747,419

資本剰余金   

資本準備金 684,918 684,918

資本剰余金合計 684,918 684,918

利益剰余金   

利益準備金 3,820 3,820

その他利益剰余金   

別途積立金 134,150 134,150

繰越利益剰余金 2,193,855 2,705,562

利益剰余金合計 2,331,825 2,843,532

自己株式 △1,048,233 △1,894,867

株主資本合計 2,715,929 2,381,003

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 153,528 139,319

繰延ヘッジ損益 24,827 75,876

評価・換算差額等合計 178,355 215,195

新株予約権 22,304 23,273

純資産合計 2,916,589 2,619,472

負債純資産合計 16,599,714 15,787,504
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 ※１ 2,644,151 ※１ 2,700,901

売上原価 ※１ 1,079,414 ※１ 1,074,948

売上総利益 1,564,736 1,625,953

販売費及び一般管理費 ※２ 623,810 ※２ 602,550

営業利益 940,926 1,023,402

営業外収益   

受取利息及び配当金 ※１ 36,157 ※１ 21,630

保険解約返戻金 19,098 －

受取保険金 17,641 1,669

受取家賃 ※１ 19,218 ※１ 20,684

その他 ※１ 5,648 ※１ 5,709

営業外収益合計 97,763 49,693

営業外費用   

支払利息 ※１ 138,336 ※１ 162,513

融資手数料 34,153 30,713

その他 ※１ 10,085 335

営業外費用合計 182,575 193,562

経常利益 856,114 879,533

特別利益   

固定資産売却益 3,134 1,541

投資有価証券売却益 509,221 185,106

受取保険金 14,939 －

役員退職慰労引当金戻入額 53,276 －

その他 4,870 893

特別利益合計 585,443 187,541

特別損失   

投資有価証券評価損 741 －

固定資産除却損 2,244 －

決算訂正関連費用 ※３ 40,341 －

課徴金 30,000 －

和解金 － 24,730

その他 317 －

特別損失合計 73,644 24,730

税引前当期純利益 1,367,913 1,042,344

法人税、住民税及び事業税 285,121 278,009

法人税等調整額 44,979 777

法人税等合計 330,100 278,786

当期純利益 1,037,812 763,558
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年10月１日 至 2024年９月30日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰余金

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 747,419 684,918 － 684,918 3,820 134,150 1,427,094

当期変動額        

剰余金の配当       △259,068

当期純利益       1,037,812

自己株式の取得        

自己株式の処分   △11,983 △11,983    

自己株式処分差損の振
替   11,983 11,983   △11,983

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － － － － 766,761

当期末残高 747,419 684,918 － 684,918 3,820 134,150 2,193,855

 

         

 株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計 利益剰余金
自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

 
利益剰余金合

計

当期首残高 1,565,064 △768,713 2,228,688 511,752 13,008 524,761 15,655 2,769,106

当期変動額         

剰余金の配当 △259,068  △259,068     △259,068

当期純利益 1,037,812  1,037,812     1,037,812

自己株式の取得  △299,998 △299,998     △299,998

自己株式の処分  20,478 8,495     8,495

自己株式処分差損の振
替

△11,983  －     －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

   △358,224 11,818 △346,405 6,648 △339,757

当期変動額合計 766,761 △279,520 487,241 △358,224 11,818 △346,405 6,648 147,483

当期末残高 2,331,825 △1,048,233 2,715,929 153,528 24,827 178,355 22,304 2,916,589
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当事業年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰余金

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 747,419 684,918 － 684,918 3,820 134,150 2,193,855

当期変動額        

剰余金の配当       △234,896

当期純利益       763,558

自己株式の取得        

自己株式の処分   △16,955 △16,955    

自己株式処分差損の振
替   16,955 16,955   △16,955

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － － － － 511,706

当期末残高 747,419 684,918 － 684,918 3,820 134,150 2,705,562

 

         

 株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計 利益剰余金
自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

 
利益剰余金合

計

当期首残高 2,331,825 △1,048,233 2,715,929 153,528 24,827 178,355 22,304 2,916,589

当期変動額         

剰余金の配当 △234,896  △234,896     △234,896

当期純利益 763,558  763,558     763,558

自己株式の取得  △881,168 △881,168     △881,168

自己株式の処分 － 34,535 17,580     17,580

自己株式処分差損の振
替

△16,955  －     －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

   △14,209 51,048 36,839 969 37,809

当期変動額合計 511,706 △846,633 △334,926 △14,209 51,048 36,839 969 △297,117

当期末残高 2,843,532 △1,894,867 2,381,003 139,319 75,876 215,195 23,273 2,619,472
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法を採用しております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均

法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 

　(2）デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

 

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物並びに太陽光発電設備（機械装置）については定額法によっております。

　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　３～40年

構築物　　　　　　　６～36年

機械及び装置　　　　13～17年

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、のれんについては、投資対象ごとに投資効果の発現する期間を見積り、20年以内で均等償却して

おります。

 

３　繰延資産の処理方法

　社債発行費は支出時に全額を費用として処理しております。

 

４　重要な引当金の計上基準

(1）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しており

ます。

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、計上しており

ます。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より

費用処理しております。

(3）株主優待引当金

　株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しておりましたが、

2023年９月末日の当社株主名簿に記載された当社株式５単元（500株）以上保有の株主様に対して進呈す

る優待ポイントをもちまして、当制度を廃止しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、2023年12月21

日開催の第33回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打切り支給を決議

し、長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。
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５　収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　当社の収益は、主に再生可能エネルギー事業と子会社からの経営指導料収入及び受取配当金でありま
す。再生可能エネルギーにおいては、当社で発電した電力を電力会社に供給しております。当社の電力販
売のうち卸売に関しては、契約期間にわたり電力の供給を行うことが履行義務であり、供給した電力量等
に応じて履行義務を充足し、当該履行義務を充足した時点において収益を認識しております。経営指導料
収入においては、子会社への契約内容に応じた経営指導業務を提供することが履行義務であり、業務を実
施した時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取
配当金においては、配当金の効力発生日をもって認識しております。

 

６　重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理
ヘッジ手段
金利スワップ
ヘッジ対象
借入金
ヘッジ方針
　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、借入金の金利変動によるリスクを回避することを目的
として金利スワップを利用しており、投機目的の取引は行っておりません。
ヘッジ有効性の評価方法
　金利スワップ取引においては、取引すべてについてヘッジに高い有効性が明らかに認められるため、
有効性の判定を省略しております。
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（重要な会計上の見積り）

１　関係会社株式の評価

　(1) 財務諸表に計上した金額

（単位：千円）
 

 前事業年度 当事業年度

関係会社株式 599,645 599,645

関係会社株式評価損 － －

 

　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　当社は、市場価格のない関係会社株式について、当該関係会社の財政状態の悪化により株式の実質価

額が取得原価に比べて50％程度以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、おおむね５

年以内の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、期末において相当の減額処理を行

うこととしております。

　　　当該方針に従い、将来の不確実な経済条件の変動等によって当該関係会社株式の実質価額が著しく低

下した場合には、回復可能性の検討の結果、評価損の計上が必要となる場合があり、翌事業年度の財務

諸表において、認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

 

２　固定資産の減損

　(1) 財務諸表に計上した金額

（単位：千円）
 

 前事業年度 当事業年度

有形固定資産 11,792,159 11,016,023

無形固定資産 1,205,509 1,106,067

減損損失 － －

 

　(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　連結財務諸表の「注記事項（重要な会計上の見積り）固定資産の減損」に記載した内容と同一であり

ます。

 

 

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。）等を当事業

年度の期首から適用しております。

　なお、詳細については、連結財務諸表「注記事項（会計方針の変更）（「法人税、住民税及び事業税等に関

する会計基準」等の適用）」に記載しているため、記載を省略しております。
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（貸借対照表関係）

※１　担保に供している資産は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

売掛金及び契約資産 270,737千円 245,766千円

建物 68,258 64,412

構築物 603,574 543,104

機械及び装置 6,584,529 5,930,841

工具器具及び備品 4,731 2,365

土地 2,968,751 2,968,751

無形固定資産　その他 133,708 119,178

合計 10,634,291 9,874,420

 

対応する債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

短期借入金 1,100,000千円 1,300,000千円

１年内返済予定の長期借入金 1,110,162 1,068,508

長期借入金 8,094,867 7,026,359

合計 10,305,029 9,394,867

 

 

※２　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

短期金銭債権 125,388千円 93,656千円

短期金銭債務 481,889 603,467

長期金銭債務 5,560 5,560

 

 

　３　偶発債務

債務保証

次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

 前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

エスケーアイマネージメント㈱

（借入債務）
752,750千円 629,322千円

エスケーアイ開発㈱

（借入債務）
264,390 223,710

合計 1,017,140 853,032
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※４　貸出コミットメント

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
4,000,000千円 5,000,000千円

借入実行残高 3,220,000 3,800,000

差引額 780,000 1,200,000

 

 

※５　シンジケートローン
 

前事業年度（2024年９月30日）

(1) 　当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調

達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入

残高　4,206,720千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されており

ます。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70％以上に維持

すること。

②　各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする

こと。

③　12月末日の基準日における直前４回のＤＳＣＲ（対象発電所に係る純収入÷元利返済額）の平均値を1.00

以上に維持すること。

 

(2) 　当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達

を可能にするため、取引銀行２行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残

高　1,900,000千円）を2015年９月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されておりま

す。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　2015年９月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値

に維持すること。但し、2018年９月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対

照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。

②　2015年９月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における単

体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第１文の

遵守に関する最初の判定は、2016年９月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、

2018年９月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、当該各

年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする。

なお、本号第３文の遵守に関する最初の判定は、2019年９月期決算及びその直前の期の決算を対象として

行うこと。
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当事業年度（2025年９月30日）

(1) 　当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調

達を可能にするため、取引銀行３行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入

残高　3,692,160千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されており

ます。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70％以上に維持

すること。

②　各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする

こと。

③　12月末日の基準日における直前４回のＤＳＣＲ（対象発電所に係る純収入÷元利返済額）の平均値を1.00

以上に維持すること。

 

(2) 　当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達

を可能にするため、取引銀行２行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残

高　1,700,000千円）を2015年９月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されておりま

す。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　2015年９月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値

に維持すること。但し、2018年９月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対

照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。

②　2015年９月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における単

体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第１文の

遵守に関する最初の判定は、2016年９月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、

2018年９月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、当該各

年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする。

なお、本号第３文の遵守に関する最初の判定は、2019年９月期決算及びその直前の期の決算を対象として

行うこと。
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※６　タームローン

前事業年度（2024年９月30日）

　当社は、千葉県香取市、茨城県牛久市及び宮城県仙台市における太陽光発電施設の取得に関する資金の機動

的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行との間で、タームローン契約（借入残高　1,446,060千円）

を2020年６月30日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70％以上に維持

すること。

②　各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする

こと。

③　各年度の決算期において算出されるＤＳＣＲ（対象発電所に係る純収入÷元利返済額）を1.00以上に維持

すること。

 

当事業年度（2025年９月30日）

　当社は、千葉県香取市、茨城県牛久市及び宮城県仙台市における太陽光発電施設の取得に関する資金の機動

的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行との間で、タームローン契約（借入残高　1,229,758千円）

を2020年６月30日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。

 

上記の契約にかかる財務制限条項

①　各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70％以上に維持

すること。

②　各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにする

こと。

③　各年度の決算期において算出されるＤＳＣＲ（対象発電所に係る純収入÷元利返済額）を1.00以上に維持

すること。
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

営業取引による取引高

　売上高

　売上原価

営業取引以外の取引による取引高

 

366,206千円

1,800

17,062

 

397,373千円

1,800

20,468

 

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度0.3％、当事業年度0.3％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度99.7％、当事業年度99.7％であります。

販売費及び一般管理費の内主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　　　 前事業年度
（自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日）

　　　 当事業年度
（自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日）

役員報酬 71,790千円 60,921千円

給料手当及び賞与 170,862 189,245

賞与引当金繰入額 14,431 17,246

退職給付費用 4,036 4,102

減価償却費 14,193 14,401

のれん償却額 68,649 68,649

業務委託費 48,959 69,034

（注）前事業年度において、主要な費目及び金額の注記に記載しておりませんでした「業務委託費」は、販売費及び一般

管理費の合計金額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。

また、前事業年度において販売費及び一般管理費の内主要な費目及び金額の注記に記載しておりました「株主優待

引当金繰入額」「役員退職慰労引当金繰入額」は金額的重要性が乏しいため、当事業年度より主要な費目及び金額

の注記をしておりません。

 

※３　決算訂正関連費用

前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

　2023年11月10日付「過年度の有価証券報告書に係る訂正報告書の提出に関するお知らせ」及び2023年11月30

日付「（経過開示）過年度の有価証券報告書に係る訂正報告書」において公表しました内容を踏まえ、過年度

における誤謬の訂正に係る費用（過年度決算訂正に係る監査費用等）40,341千円を決算訂正関連費用として、

特別損失に計上しております。

 

 

 

（有価証券関係）

関係会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分
前事業年度
（千円）

当事業年度
（千円）

子会社株式 599,645 599,645
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2024年９月30日）
 

当事業年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産    

未払事業税 7,493千円 6,998千円

賞与引当金 4,416  5,277

退職給付引当金 11,801  13,131

関係会社株式評価損 196,912  202,703

投資有価証券評価損 11,845  12,182

会員権評価損 2,325  2,394

減価償却超過額 28,435  32,783

資産除去債務 54,747  56,659

減損損失 32,083  36,079

資産調整勘定 30,898  －

その他 59,792  82,060

繰延税金資産小計 440,752  450,271

評価性引当額 △322,064  △339,203

繰延税金資産合計 118,688  111,067

繰延税金負債    

資産除去債務 △26,414  △23,928

その他有価証券評価差額金 △52,184  △48,008

アレンジメントフィー △25,215  △17,818

繰延ヘッジ損益 △10,947  △33,455

その他 △428  △3,467

繰延税金負債合計 △115,189  △126,679

繰延税金資産（負債）の純額 3,498  △15,611

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2024年９月30日）
 

当事業年度
（2025年９月30日）

法定実効税率 30.60％  30.60％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.18  0.08

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.39  △3.01

住民税均等割 0.21  0.28

評価性引当額 △5.01  1.64

事業税の税率差異 △2.93  △2.77

税額控除 －  △0.25

税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 －  0.12

その他 2.47  0.06

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.13  26.75

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに

伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりまし

た。

　これに伴い、2026年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及

び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。

　この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）は132千円増

加し、法人税等調整額が1,238千円増加し、その他有価証券評価差額金が1,371千円減少しております。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項　（重要な会計方

針）　５　収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社サカイホールディングス(E05181)

有価証券報告書

119/129



④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却

累計額

有形固

定資産

建物 238,894 － － 16,580 222,313 292,503

構築物 615,153 － － 63,859 551,294 472,184

機械及び装置 7,187,713 213 － 719,283 6,468,642 5,377,378

車両運搬具 11,502 － 1,014 4,273 6,214 20,781

工具器具及び備品 13,580 3,487 － 4,933 12,133 98,265

土地 3,205,015 444 － － 3,205,459 －

建設仮勘定 520,300 29,663 － － 549,963  

計 11,792,159 33,808 1,014 808,930 11,016,023 6,261,113

無形固

定資産

のれん 904,649 － － 68,649 836,000  

その他 300,859 － － 30,792 270,067  

計 1,205,509 － － 99,441 1,106,067  

（注）当期増加額の主な内容は以下のとおりであります。

　建設仮勘定　　　　再生可能エネルギー事業への投資に伴う増加　　　29,663千円

 

 

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

賞与引当金 14,431 17,246 14,431 17,246

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 12月中

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日
３月31日

９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

　三井住友信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取手数料 単元未満株式買取請求に係る手数料は無料とする。

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得な

い事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経

済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL　https://sakai-holdings.co.jp/
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第34期）（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）2024年12月27日東海財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2024年12月27日東海財務局長に提出

(3) 半期報告書及び確認書

（第35期中）（自　2024年10月１日　至　2025年３月31日）2025年５月14日東海財務局長に提出

(4) 臨時報告書

2025年１月６日東海財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

(5) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自　2025年５月１日　至　2025年５月31日）2025年６月12日東海財務局長に提出

報告期間（自　2025年６月１日　至　2025年６月30日）2025年７月10日東海財務局長に提出

報告期間（自　2025年７月１日　至　2025年７月31日）2025年８月６日東海財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

   2025年12月18日

株式会社サカイホールディングス  

 取締役会御中  

 

 有限責任中部総合監査法人 

 愛 知 県 名 古 屋 市 
 
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 早稲田　智大

 
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 堀江　将仁

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社サカイホールディングスの2024年10月１日から2025年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社サカイホールディングス及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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有形固定資産の減損損失の認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

会社の当連結会計年度の連結財務諸表において、有形固

定資産が12,450百万円計上されている。当該金額は、連結

総資産の61.0％を占めている。

【注記事項】（重要な会計上の見積り）及び（連結損益

計算書関係）に記載のとおり、会社は、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として、再生可能エネルギー事業

は発電所ごと、移動体通信機器販売関連事業は店舗ごと、

葬祭事業は会館ごとを基本単位としてグルーピングを行

い、減損損失の兆候の認識を行っている。

また、減損の兆候があると認められる資産又は資産グ

ループについて、割引前将来キャッシュ・フローを見積

り、減損損失の認識の要否判定を実施している。その結

果、減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資

産グループについては、正味売却価格又は使用価値を見積

り、減損損失の測定を実施している。

将来キャッシュ・フローの見積りは、資産または資産グ

ループごとに作成された将来事業計画に基づき行われ、そ

の基礎として将来の営業利益、成長率等を用いているが、

将来予測は高い不確実性を伴い、経営者による判断が見積

りに重要な影響を及ぼす。

 

以上から、当監査法人は有形固定資産の減損損失の認識

の判定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断し

た。

当監査法人は、有形固定資産の減損損失の認識の判定を

検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・有形固定資産の減損損失の兆候の有無、認識の判定およ

び測定に係る内部統制を理解し、関連する内部統制の整

備・運用状況の有効性を評価した。

 

・経営環境の著しい悪化や既存固定資産の用途変更等の有

無を把握するために、経営者への質問や各会議体議事録

及び関連資料を閲覧し、減損の兆候に関する網羅性及び

適時性を評価した。

 

・会社が作成した減損検討資料を入手し、使用されている

資産又は資産グループごとの損益、有形固定資産の帳簿

価額等の基礎データについて、関連資料と突合により、

その正確性及び網羅性を検討した。

 

・次年度以降の資産又は資産グループごとの損益予測と取

締役会で承認された予算及び将来の経営計画との整合性

を検証した。

 

・将来の経営計画の合理性について、事業計画に一定の不

確実性を織り込んだ場合の減損損失の認識の要否の判定

に与える影響を検討した。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に

関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社サカイホールディン

グスの2025年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社サカイホールディングスが2025年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠

して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。

監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業

務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等

（3）【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  
 
   2025年12月18日

株式会社サカイホールディングス  

 取締役会御中  
 
 有限責任中部総合監査法人 

 愛 知 県 名 古 屋 市 
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 早稲田　智大

 
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 堀江　将仁

 
 
 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社サカイホールディングスの2024年10月１日から2025年９月30日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

サカイホールディングスの2025年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
 

　有形固定資産の減損損失の認識

会社の当事業年度の財務諸表において、有形固定資産が11,016百万円計上されている。当該金額は、総資産の69.8％を

占めている。

監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている

監査上の主要な検討事項（有形固定資産の減損損失の認識）と同一内容であるため、記載を省略している。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
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　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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